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介護報酬単位の見直し案  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年   
厚生省告示第十九号）  

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年   
厚生省告示第十九号）  

l控他坦脚下一山K⊥凋頼い剛附荘G邸虻′ 宗悩空地哩脚サー山ぺ伝雅   
史王咄卦せ意腑り邦コ抽出ト㊥ヰe刃小崎○  

ll控世相酎押下一山ベリ輌ト㊥舶匿（宗悩甘恩安く怪傑腑台紙出世㊥猷   

鵬盤増結儲榔舶（虻根葉傑出墜昭沖合リ笹崎0）紺3空茶魔榔側溝ほ  

l 空地坦脚下一山ベリ輌卜昭舶層e亜虻′ 宗礪空似世相中一山ぺ台雅   
史空咄卸せ嶽腑りペコ触根本嘩ヰe刃小崎○  

ll控恨畦押下－1圧くり賂附トぺ洞胱旺（貢脳甘史家く怪傑榔伝鯉口堕巾跳   

亜皆増蒔僅碑舶（聾恨∃望魔り堕㊥ヰeリ謹㊥○）紺3虻宗僅㈱咄眉旧  
リ生地能登恥刃」lJ軸恨仙卓昭咄旺他生〉○）合壁±′ 京口世朝硫畢  リ生地飴儲咄刃」レ軸他仙卓㊥舶旺勅盤〉○）eぜ坐′ 宗出世朝駅垂  

l射せe射撃り宗腑り出＄噌沸せ癖漣催」レ琳根本昭一  ぺ山簑他＄噌  

e刃座、嘩○   

時刻ぜほ糾削紆」レ頒価持、岬ヰ  ぺ血簑恨＄岬‡弧せG掛華吏雇湖山畑沌  

合一けトトPO   

※ 別に厚生労働大臣が定める一単位の単価の内容は以下のとおり。  

別紙5参照  

川 堤＝叶G瑠机軋りぺ＝Ⅷ刑射塑併サー山ベリ糾す㊥咄匿Q避勅琳他」ぅり   

野側にH蔦ニト′ 中Q茸リl巴状帳Q∃誓癖竃嶋崎刃仙埜′ 中台背茹倒せ   

埜撃つ斐トレ長軸小崎ヰe刃卜昭○  

川 堤Il叶Q璽他日邦コ空地哩押下一山ベリ騨す昭咄旺e歴漣拙恨」土上   
野祁り龍ニト′ 中e茸リl巴帖帳合讃慮簑嶋噌刃仙坐′ 中e強姦側壁   
坐撃つ鮎トレ薦朋≠ペ症唱八座叫○  

別表  

指定居宅サービス介護給付責単位数表  

1 訪問介護費   

イ 身体介護が中心である場合   

」 

（2〕所要時間30分以上1時間未満の場合  

別表  

指定居宅サービス介護給付費単位数表  

1 訪問介護費   

イ 身体介護が中心である場合   

しユ⊥ 

（2）所要時間30分以上1時間未満の場合  

254単位  

402単位  

231単位  

402単位  

（3）所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所  
要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数  

口 生活援助が中心である場合  

（1）所要時間30分以上1時間未満の場合  229単位   

（3）所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所  
要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数  

口 生活援助が中心である場合  

208単位  （1）所要時間30分以上1時間未満の場合  

－1－  



（2）所要時間1時間以上の場合  291単位  

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位  

注1 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の  

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37  
号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第5条第1項に規  

定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等  
が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第4条に規定する指定  
訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間  
ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を  

行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。   

2 イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う介  

助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の  
日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的  
な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   

3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親  

族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であって、  

当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家  

族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助（調  

理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日  
常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成9年法律第123号。  

以下「法」という。）第8条第2項に規定する居宅要介護者に対  
して行われるものをいう。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   

4 ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、  

指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への  
乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降  

車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先で  

の受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定  
単位数を算定する。   

5 身休介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要  
時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったとき  

は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援  

助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単  
位（249単位を限度とする。）を加算した単位数を算定する。   

（2）所要時間1時間以上の場合  291単位  

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位  

注1 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の  
事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37  

号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第5条第1項に規  
定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等  
が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第4条に規定する指定  

訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間  
ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を  

行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。   
2 イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う介  
助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の  
日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的  
な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   
3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親  

族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であって、  
当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家  
族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助（調  

理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日  
常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成9年法律第123号。  

以下「法」という。）第8条第2項に規定する居宅要介護者に対  
して行われるものをいう。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   
4 ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、  

指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への  
乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降  
車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先で  
の受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定  

単位数を算定する。   
5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要  
時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったとき  
は、イの所定単位激にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援  
助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単  

位（249単位を限度とする。）を加算した単位数を算定する。  

－2－  



6 貼厚生労働大臣が定める基準lこ適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣  

6 別に厚生労働大臣が定める者が指定訪問介護を行う場合は」空   

成21年3月31日までの聞、所定単位数の100分の70に相当する単位  
場合は、平成22年3月31日まで  が定める者が指定訪問介護を行う   数を算定する。  

の間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ 平成21年3月31日時点で、介護保険法施行令（平成10年政令第  
412号）第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち3級課程を  
修了した者（同令附則第4条の規定により同令第3条第1項第2  

号に規定する介護員養成研修の課程（3級課程に限る。）を修了  
した者とみなされたものを含む。）であって、それぞれ当該各号  

に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたも  

の（以下「3級課程修了者」という。）を訪問介護員として雇用  
しており、かつ、平成21年4月1日以降も引き続き当該3級課程  

修了者を訪問介護員として雇用する指定訪問介護事業所であっ  
て、当該3級課程修了者に対し、平成22年3月31日までに介護福  

祉士の資格を取得し、又は同令第3条第1項各号に掲げる研修の  
課程のうち介護職員基礎研修課程、1級課程若しくは2級課程を  
受講するよう通知していること  

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は以下のとおり。   

○ 介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第3条第1項各号  
に掲げる研修の課程のうち3級課程を修了した者（同令附則第4  
条の規定により同令第3条第1項第2号に規定する訪問介護員養  

成研修の課程（3級課程に限る。）を修了した者とみなされたも  
のを含む。）であって、それぞれ当該各号に定める着から当該研  

修を修了した旨の証明書の交付を受けたもののうち、平成21年3  

月31日時点において、指定訪問介護事業所に訪問介護員として雇  

用されており、かつ、平成21年4月1日以降も引き続き当該事業  
所に訪問介護員として雇用されている者  

フ ィ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす   
場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対し  

7 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす   
場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対し  

3  
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て指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当   

する単位数を算定する。  

8 夜間（午後6暗から午後10暗までの時間をいう。以下同じ。）   
又は早朝（午前6暗から午前8暗までの時間をいう。以下同じ。）   

に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   

25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10時から   

午前6暗までの時間をいう。以下同じ。）に指定訪問介護を行っ   
た場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を   

所定単位数に加算する。  

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   
府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定   

訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回に   

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲   

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる   
その他の加算は算定しない。  

（1）特定事業所加算（Ⅰ）所定単位数の100分の20に相当する単位  
数  

（2）特定事業所加算（Ⅱ）所定単位数の100分の10に相当する単位  

数  

（3）特定事業所加算（Ⅲ）所定単位数の100分の10に相当する単位  
数  

て指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当   
する単位数を算定する。  

8 夜間（午後6時から午後10暗までの時間をいう。以下同じ。）   
又は早朝（午前6暗から午前8暗までの時間をいう。以下同じ。〉   

に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   

25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10時から   

午前6時までの時間をいう。以下同じ。）に指定訪問介護を行っ   
た場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を   

所定単位数に加算する。  

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   
府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定   

訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回に   

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲   

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる   
その他の加算は算定しない。  

（1）特定事業所加算（Ⅰ）所定単位数の100分の20に相当する単位  

数  

（2）特定事業所加算（Ⅱ）所定単位数の100分の10に相当する単位  

数  

（3）特定事業所加算（Ⅲ）所定単位数の100分の10に相当する単位  

数  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

イ 特定事業所加算（Ⅰ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。   

（1） 当該指定訪問介護事業所のすべての訪問介護員等（登録型  

の訪問介護員等（あらかじめ指定訪問介護事業所に登録し、当  
該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利  

用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等をい  

う。）を含む。以下同じ。）に対し、訪問介護員等ごとに研修  

計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含  

む。）を実施又は実施を予定していること。   

（2）次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。   

（－）利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留  

意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員  
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等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。  

（二）指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、   

当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関す   

る情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な   

方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了   
後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。  

（3）当該指定訪問介護事業所のすべての訪問介護員等に対し、   

健康診断等を定期的に実施すること。  （4）櫛引こ関する基   
準（平成＝年厚生省令第37号。1岬ビス基準」   

という湖鋸断割こおける対応方法   

が利用者に明示されていること。  

（5）当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護   

福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士、介護保   

険法施行令（平成10年政令第412号）第3条第1項各号lこ掲げ   

る研修の課程のうち介護職員基礎研修課程を修了した者（以下  
「介護職員基礎研修課程修了者」という」及び1級課程を修   

了した者（以下「1級漂程修了者」という」の占める割合が  
100分の50以上であること。  

（6）当該指定訪問介護事業所のすべてのサービス提供責任者が   

3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経  

験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了  
者であること。ただし、輝第2項lこ  
よリ1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされて  
いる事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上  

配置していること。  

（7）前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者の   
総数のうち、要介護状態区分が要介護4及び要介護5である者   
並びに日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動  
が認められることから介護を必要とする認知症（介護保険法（平  

成9年法律第123号）第8条第16項に規定する認知症をいう。）  
である者の占める割合が100分の20以上であること。  

ロ 特定事業所加算（Ⅱ）  

イの（1）から（4）までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、  

（5）又は（6）のいずれかに適合すること。  
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ハ 特定事業所加算（Ⅲ）  

イの（1）から」遡＿まで及び（7）に掲げる基準のいずれにも適合   

すること。  

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所   
（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   

の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介   
護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位   

数を所定単位数に加算する。  

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所   
（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   

の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介   
護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位   
数を所定単位数に加算する。  

11別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働  

大臣が定める施設基準に適合する指定訪問介護事業所（その一部  
として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事  
務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介護  
員等が指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100  
分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 厚生労働大臣が定める－単位の単価（平成12年厚生省告示第22  
号）第2号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地  

域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第24号）  

に規定する地域を除いた地域   

① 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

② 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

③ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   
④ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域   

⑤ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条  
第1項に規定する過疎地域  
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※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。  

○ 注11の厚生労働大臣が定める施設基準  

1月当たり延訪問回数が200回以下の指定訪問介護事業所である  

こと  

12 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定  

める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域  
（指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実  

施地域をいう。）を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回  
につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加  

算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する地域   

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  
指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に  
規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により  
指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条  
第1項に規定する小笠原諸島   

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   
⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域   

⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   
1項に規定する過疎地域   

⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に規  
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定する離島  

13 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定  
訪問介護事業所のサービス提供責任者（指定居宅サービス基準第  
5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。）が指定居  

宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に  
関する基準（平成‖年厚生省令第38号）第2条第1項lこ規定する  

指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）の介護支援専門員  
と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定  

訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画  

（法第8条第21項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）  

において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊  
急に行った場合は、1匝＝こつき100単位を加算する。  

14 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問介   
護費は、算定しない。   

初回加算  200単位  

u 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問介   

護費は、算定しない。  

注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した  

利用者に対して、サーービス提供責任者が初回若しくは初回の指定  

訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は  
当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは  

初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行っ  
た際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単  
位数を加算する。  

2 訪問入浴介護費   

イ 訪問入浴介護責  1，250単位   

注1 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービス  
基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以  
下同じ。）の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）  

1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護（指定居宅サービス  

基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）を  
行った場合に算定する。  

2 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障  

2 訪問入浴介護責  1，250単位  

注1 弄り用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービス  

基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以  
下同じ。）の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）   

1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護（指定居宅サービス  

基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）を  
行った場合に算定する。   

2 看り用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障  
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を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意   
見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が、   

指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当   

する単位数を算定する。  

3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であ   

って、当該利用者の希望により清拭又は部分浴（洗髪、陰部、足   

部等の洗浄をいう。）を実施したときは、所定単位数の100分の70   

に相当する単位数を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事   
業所の訪問入浴介護従業者（指定居宅サービス基準第45条第1項   
に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。）が指定訪問   

入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1   
回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に   

加算する。  

5 矧‖こ厚生労働大臣が定める地域lこ掛在し、力、つ、矧‖こ厚生労働   

大臣が定める施設基準に適合する指定訪問入浴介護事業所の訪問   
入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき   

所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算す   
る。  

を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意   
見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が、   
指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当   

する単位数を算定する。  
3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であ   

って、当該利用者の希望により清拭又は部分浴（洗髪、陰部、足   
部等の洗浄をいう。）を実施したときは、所定単位数の100分の70   

に相当する単位数を算定する。  
4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事   

業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、   
特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分   

の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成12年厚生省告示第22   
号）第2号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地   

域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第24号）  

に規定する地域を除いた地域   

① 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  

に規定する豪雪地帯   

② 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  

に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

③ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地  

域   

④ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  
促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域  

9   
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⑤ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条   
第1項に規定する過疎地域  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。   

○ 注5の厚生労働大臣が定める施設基準  
1月当たり延訪問回数が20回以下の指定訪問入浴介護事業所で  

あること  

6 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、矧‖こ厚生労   

軌大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業   
の実施地域（指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常   
の事業の実施地域をいう」を越えて、指定訪問入浴介護を行っ   
た場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を   

所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   
○ 次のいずれかに該当する地域   

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  
指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条  
に規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等   
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により  

指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条   
第1項に規定する小笠原諸島  

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   

⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の   
促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域  
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⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条   
第1項に規定する過疎地域  

⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に   

規定する離島  

巨 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問入   
浴介護責は、算定しない。  

ヱ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密  
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問入  

浴介護責は、算定しない。  
ロ サービス提供体制強化加算  24単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  
府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、卿、  

指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること  
① 当該指定訪問入浴介護事業所のすべての訪問入浴介護従業者  

に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計  

画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施  

を予定していること。  

② 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意  
事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴  

③ 当該指定訪問入浴介護事業所のすべての訪問入浴介護従業者  介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催するこ    と。  
に対し、健康診断等を定期的に実施すること。  

④ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護  
福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士及び介護  

職員基礎研修課程修了者の占める割合が100分の50以上である  
こと。  

3 訪問看護責   

イ 指定訪問看護ステーションの場合  

3 訪問看護責   

イ 指定訪問看護ステーションの場合  
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（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合  

口 病院又は診療所の場合  
（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合   

285単位   

425単位   

830単位  

1，198単位  

230単位   

343単位   

550単位   

845単位  

（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合  
口 病院又は診療所の場合  

（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合   

285単位   

425単位   

830単位  

1，198単位  

230単位   

343単位   

550単位   

845単位  

注1通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣  
が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師の指  
示（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス基準第60条第   

1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同  
じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指示）及び  

訪問看護計画書（指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する  
訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定訪問看護事  

業所（同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）  

の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しく  
は言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が、指定訪問看護（指  

定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下  
同じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計  

画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準  

的な時間で所定単位数を算定する（指定訪問看護の所要時間が20  
分未満であって、かつ、夜間若しくは早朝又は深夜に行われる場   

合は、イ（り又はロ（1）の単位数を算定する。）。ただし、准看護師   

が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す  

る単位数を算定し、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作   

業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を行った場合は、次に掲  

げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。  
イ 所要時間30分未満の場合  425単位  

口 所要時間30分以上1時間未満の場合  830単位   

2 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定   
単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜  
に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の  
50に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

注1 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣  
が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師の指  
示（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス基準第60条第   
1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同  
じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指示）及び  
訪問看護計画書（指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する  

訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定訪問看護事  

業所（同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）  

の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しく  
は言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が、指定訪問看護（指  

定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下  

同じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計  

画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準  
的な時間で所定単位数を算定する（指定訪問看護の所要時間が20  

分未満であって、かつ、夜間若しくは早朝又は深夜に行われる場  

合は、イ（1）又は口（りの単位数を算定する。）。ただし、准看護師  

が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す  

る単位数を算定し、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作   

業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を行った場合は、次に掲  

げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。  
イ 所要時間30分未満の場合  425単位  

口 所要時間30分以上1時間未満の場合  830単位   

2 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定   
単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜  
に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   

50に相当する単位数を所定単位数に加算する。   
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3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に  

複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったと  
きは、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所  

定単位数に加算する。  

イ 所要時間30分未満の場合  254単位  

口 所要時間30分以上の場合  402単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  ○ 同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて利  
用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれ  
かに該当する場合  

① 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が  

困難と認められる場合  

② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場  

③ その他利用者の状況等から判断して、①又は②に準ずると認  
められる場合  

4 イ（4）及び口（4）について、指定訪問看護に関し特別な管理を必  

要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限  
る。以下同じ。）に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満  
の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行った場合  

であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間3  

0分以上となるときは、1回につき300単位を所定単位数に加算す  

※ 別に厚生労働大臣が定める状態の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する状態  

① 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第  

一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）  

に掲げる在宅自己腹膜濯流指導管理、在宅血液透析指導管理、  
在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成  

分栄養経菅栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続  

陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫痴愚者指導管理、在宅自己  

痺痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管  
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切開患者指導管理を受けている状態  

② 気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使   
用している状態  

③ 人工肛門又は人工膜胱を設置している状態  

④ 真皮を越える裾瘡の状態  

旦 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所  
（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   
の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加   
算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を   
所定単位数に加算する。  

旦 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所  

（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   

の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加   
算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を   
所定単位数に加算する。  

6 矧＝こ厚生労働大臣が定める地域lこ酎在し、かつ、矧‖こ厚生労働   

大臣が定める施設基準に適合する指定訪問看護事業所（その一部   
として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事   

務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の看護師等   
が指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の  
10に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 厚生労働大臣が定める－単位の単価（平成12年厚生省告示第2  
2号）第2号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する  

地域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第24  
号）に規定する地域を除いた地域   

① 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

② 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置  
等に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する  
辺地   

③ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地   
④ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の   

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  

る特定農山村地域   

⑤ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   
1項に規定する過疎地域  
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※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。   

○ 注6の厚生労働大臣が定める施設基準  

1月当たり延訪問回数が100回以下の指定訪問看護事業所であ   ること  

7 指定訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める  

地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指  
定居宅サービス基準第73条第5号に規定する通常の事業の実施地  
域をいう。）を越えて、指定訪問看護を行った場合は、1回につ  

き所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算す  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する地域   

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  
指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条  
に規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により  
指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条  
第1項に規定する小笠原諸島   

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   
⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  

る特定農山村地域   

⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   
1項に規定する過疎地域  
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⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に規   

定する離島  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意   

を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連   

絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊   

急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、  

1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当す   
る医療機関（指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定す   

る指定訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用者の同意   
を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要   

に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき290   
単位を所定単位数に加算する。  

旦 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者（別に厚生   

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   
府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意   
を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連   
絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊   

急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、  

1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当す   
る医療機関（指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定す   
る指定訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用者の同意   
を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要   

に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき290   
単位を所定単位数に加算する。  

旦 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、   
指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管   
理を行った場合は、特別管理加算として、1月につき250単位を所   
定単位数に加算する。   

坦 在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基   
準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看   
護事業所が、その死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを   
行った場合（ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外   

で死亡した場合を含む。）は、当該者の死亡月lこつき2，000単位を   
所定単位数に加算する。  

労働大臣が定める状態にあるものに限る」に対して、指定訪問   
看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っ   
た場合は、特別管理加算として、1月につき250単位を所定単位数   
に加算する。  

旦 在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基   

準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看   
護事業所が、その死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場   
合（ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡し  
た場合を含む。）は、瑚200単位を所定単位   

数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

イ ターミナルケアを受ける利用者に  ついて24時間連絡がとれる体   

制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護を行うこ   
とができる体制を整備していること。  

ロ 主治医との連携の下lこ、訪問看護Iこおけるターミナルケアlこ係   
る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明   

を行い、卿ミナルケアを行っていること。  

n ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要   
な事項が適切に記録されていること。  
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坦 指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介護老人保  
健施設の医師を除く。）が当該者が急性増悪等により一時的に頻  

回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、  

その指示の日から14日間に限って、訪問看護責は、算定しない。   

逆 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  

設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特  

定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所  
者生活介護を受けている間は、訪問看護責は、算定しない。  

ハ サービス提供体制強化加算  6単位  

乙 指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介護老人保   
健施設の医師を除く。）が当該者が急性増悪等により一時的に頻   
回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、   

その指示の日から14日間に限って、訪問看護責は、算定しない。  

邑 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特   

定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所   
者生活介護を受けている間は、訪問看護費は、算定しない。  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定   

訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること   

① 当該指定訪問看護事業所のすべての看護師等に対し、看護師  
等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部にお  

ける研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。   

② 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意  
事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技  

術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。   

③ 当該指定訪問看護事業所のすべての看護師等に対し、健康診    断等を定期的に実施すること 
。  

④ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数  
3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。  

4 訪問リハビリテーション費  4 訪問リハビリテーション責（1日につき）  500単位  

305単位   イ 訪問リハビリテーション責（1回につき）  

通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事  

業所（指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リ  
ハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作  
業療法士又は言語聴覚士（以下この号において「理学療法士等」  
という。）が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基  

注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事  

業所（指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リ  
ハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作  

業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医  
師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーション（指定居宅サー  
ビス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。  づき、指定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス基準第75  
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以下同じ。）を行った場合に算定する。  条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）   

を行った場合に算定する。  

2 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に厚  

生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通草の  
事業の実施地域（指定居宅サービス基準第82条第5号に規定する  
通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定訪問リハビリテ  

－ションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相  

当する単位数を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する地域   

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  
指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条  

に規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2粂第1項  
に規定する豪雪地帯   

④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置  

等に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する  
辺地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により   指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条  
第1項に規定する小笠原諸島  

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   

⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  
促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域   

⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   
1項に規定する過疎地域   

⑱ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に規  
定する離島  

2 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定訪問リハビリテーシ  
ヨン事業所について、リハビリテーションマネジメント加算とし  
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て、1日につき20単位を所定単位数に加算する。  

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとのリハビリテtション実施計画を作  

成していること。  

ロ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師の指示  
を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リ  
ハビリテーションを行っているとともに、利用者の状態を定期  

的に記録していること。  

ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期   
的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。  

ニ 指定訪問リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介  

護支援事業者（法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事  
業者をいう。以下同じ。）を通じて、指定訪問介護の事業その  

他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテー  
ションの観点から、日常生活上の留意点、介護のエ夫等の情報  

を伝達していること。  

3 利用者に対して、集中的に指定訪問リハビリテーションを行っ   
た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲   

げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加   
算する。ただし、この場合において、リハビリテーションマネジ  

3 手り用者に対して、集中的に指定訪問リハビリテーションを行っ   
た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲   

げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加   
算する。  

イ 利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となっ  

た疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは   
診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日（以   
下「退院（所）日」という。）又は法第27条第1項に規定する   
要介護認定を受けた日（以下「認定日」という。）から起算し  
て1月以内の期間に行われた場合  340単位  

メント加算を算定していない場合は、算定しなし㌔  

イ 利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となっ   

た疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは   
診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日（以   
下「退院（所）日」という。）又は法第27条第1項に規定する   
要介護認定を受けた日（以下「認定日」という。）から起算し   

て1月以内の期間に行われた場合  330単位   

ロ 退院（所）日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の  

期間に行われた場合  200単位  

4 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特   
定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所   
者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション責は、算   

定しない。  

口 退院（所）日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の  

期間に行われた場合  200単位   

4 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  
設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特  

定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所  
者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション貴は、算  

定しない。  

ロ サービス提供体制強化加算  6単位  
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  

府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用  
者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回に  
つき所定単位数を加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ 当該指定訪問リハビリテーション事業所の指定訪問リハビリテ  

ーションを利用者に直接提供する理学療法士等のうち、勤続年数  
3年以上の者がいること。  

5 居宅療養管理指導費   

イ 医師又は歯科医師が行う場合   

（1）居宅療養管理指導責（Ⅰ）   

（2）居宅療養管理指導費（Ⅱ）  

5 居宅療養管理指導費   

イ 医師又は歯科医師が行う場合   

（1）居宅療養管理指導責（Ⅰ）   

（2）居宅療養管理指導費（Ⅱ）  

500単位  

290単位  

500単位  

290単位  

注1 通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所（指  

定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指  
導事業所をいう。以下同じ。）の医師又は歯科医師が、当該利用  
者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科  

医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者（法第46条第1項   

注1 通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所（指  

定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指  
導事業所をいう。以下同じ。）の医師又は歯科医師が、当該利用  
者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科  

医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に  
対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同  

意を得て行うものに限る。）並びに利用者若しくはその家族等に  

対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等につい  
ての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定  
する。  

2 （1）について、指定居宅介護支援事業者等に対する情報提供を行  

わなかった場合は、1回につき100単位を所定単位数から減算する。   

3 （1）については、（2）以外の場合に、（2）については、診療報酬の  

算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報  
酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）の在宅時医学  
総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居  

宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、指定  

居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の  
策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに限る。）  

を行った場合に、所定単位数を算定する。  

に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）その他   

の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利   

用者の同意を得て行うものに限る。）並びに利用者若しくはその   
家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法   
等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度と   
して算定する。  

2 （1）について、指定居宅介護支援事業者等に対する情報提供を行   

わなかった場合は、1回につき100単位を所定単位数から減算する。  

3 （りについては、（2）以外の場合に、（2）については、診療報酬の   

算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報   
酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）の在宅時医学   

総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定する利用   
者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的か   

つ継続的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他   
の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利   

用者の同意を得て行うものに限る。）を行った場合に、所定単位  
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数を算定する。  

ロ 薬剤師が行う場合  

1：病院又は診療所の薬剤師が行う場合  

ロ 薬剤師が行う場合   

廿 病院又は診療所の薬剤師が行う場合  
宮月の1回目又は2回目の算定の場合   550単位  

385単位   

500単位  

350単位  

在宅の利用者に脚  

居住系施設入居者等に対して行う場合  

、  

550単位  

300単位  ⊆」月の3回目以降の算定旦昼貪  
（2）薬局の薬剤師が行う場合   

二 

こ）月の2回目以降の算定の場合  

（2：薬局の薬剤師が行う場合  

在宅の利用者に対して行う場合  ＿ 嬰0単位  

300単位  二）居住系施設入居者等に対して行う場合  注11u出納ほ三（昭和38   
年法律第1準星L星型条里些 

条の6に規定する軽費老人ホ御担9条第1項lこ規  
定する有料老人ホーム若しくは高齢者の居住の安定確保に関する   

法律施行規則（平蜘引こ規   
星互旦蜘所している者又は法  

第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介蓮」指定地埋塑量   聖…巨（平成柑年   
厚生労働省令第34号し第63条簑阜項に現遷する宿泊サービスに限   

る。）、頗舌介護を受  
けている者（以下「居住系施設入居者等」という。）を除く。以   
下この号において同じ。）‾岬   
主星び（購フいては、居住系施設入居者等であって通院が困難   

幽て、‡旨星屑宅療養萱理‡旨導事業所の薬剤師が、医師  
又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にをっては、医師又は歯科医  
師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導言†画）   

に基づき、豊艶型旦登を訪問し、薬学的な管理指導を行い、関係   

些摩への必要な報告選び情報提供を行った場合lこつき、1J引こ2   
型 

し、瑚引こ対  

して、望郷った場合は、   
1週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。  

注1通院が困難な利甲者に対週   
霊剣師が、瑚をフては、   
医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的   

学理指導計画）に基づき、望郷   
管理指導亘行った場合に、1月に2回（薬局の薬剤師に塵ユ王逓   

旦月 を限度として算定する ただし、鱒＝こ厚生労働大臣か定め   

星章lこ対して、当該利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を   
行った場合は、（1）（二）又は（2）（二）の場合lこついて、1週lこ2匝L  

かつ、1月に8回を限度として算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は以下のとおり   

○ 末期の悪性腫瘍の者   

○ 中心静脈栄養を受けている者  
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2 居宅において療病緩和のために別  に厚生労働大臣が定める特別   2 療病緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬   

が行われている在宅の利用者又は居住系施設入居者等に対して、  
当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、   

1回につき100単位を所定単位数に加算する。  

ハ 管理栄養士が行う場合  （1）御 530単位  （2）即 450単位   

注 通院又は適所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に   
対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理   
指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医   
師の指示に基づき、当該利用者を訪l問し、栄養管理に係る情報提   

供及び指導又は助言を行った場合に、1月に2回を限度として算  
定する。  

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低  
栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、  

管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利  
用者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計  
画を作成していること。  

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  

もに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提  

供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録  
していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

な薬剤の投薬が行われている型旦量に対して、当該薬剤の使用に   
関する必要な薬学的管壇指導を行った場合は、1回につき100単位  
を所定単位数に加算する。  

ハ働  530単位  

注 通院又は適所が困難な製旦量に対して、次に掲げるいずれの基準   
にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的   
な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者の居宅   
を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合   

に、1月に2回を限度として算定する。  

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄   

養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管   

理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者  
ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作  
成していること。   

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているととも   

に、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及   
び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録してい  
ること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要  
に応じて当該計画を見直していること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める特別食の内容は以下のとおり。  

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき   
提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、   

糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、   
噴下困難者のための流動食、経菅栄養のための濃厚流動食及び特   
別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。）  

歯科衛生士等が行う場合  350単位  二 歯科衛生士等が行う場合   

川御   

－？）居住系施設入居者等に対して行う場合  

350単位  

300単位  
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注 通院又は通所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に   
対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理   

指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に   

対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用  

注 通院又は通所が困難な剋貝量に対して、次に掲げるいずれの基準   

にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又   
は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師   

の指示に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、実地指導を行った場   

合に、1月に4回を限度として算定する。  

イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（その  

実施に同意する者に限る。）に対して、歯科衛生士、保健師又は  
看護職員が、当該利用者の居宅を訪問し、歯科医師、歯科衛生士  
その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂  
食・噴下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。   

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該  

利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・疇下機能に関  
する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対  

して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的  

に記録していること。   

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要  

に応じて当該計画を見直していること。  

者を訪問し、実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として  

算定する。  

イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（そ  

の実施に同意する者に限る。）に対して、歯科衛生士、保健師  

又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士  

その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び  

摂食・唾下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。  

口 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当  

該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・疇下機能  

に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族  

等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、  

定期的に記録していること。  

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ潮 400単位  

注1 通院が困難な利用者であって、医師が看護職員による居宅療養  

管理指導が必要であると判断した者に対して、指定居宅療養管理  

指導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び  
支援を行った場合は、法第27条に規定する要介護認定、法第28条  

に規定する要介護認定の更新又は法第29条に規定する要介護状態  
区分の変更の認定に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指  

定居宅サービス（法第41条第1項に規定する指定居宅サービスを  
いう。）の提供を開始してからの2月の間に1回を限度として算  

定する。ただし、准看護師が指定居宅療養管理指導を行った場合   

は、所定単位数の100分の901こ相当する単位数を算定する。  

2 手り用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診療  
を受けている場合又は利用者が訪問看護、訪問リハビリテーショ  

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活  
介護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入  

居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介  

護を受けている間は、算定しない。  
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6 適所介護責   

イ 小規模型通所介護責   

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

出 要介護1  
旦 要介護2  

旦 要介護3  

胆 要介護4  
旦 要介護5   

（2）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

出 要介護1  
旦 要介護2  
旦 要介護3  

凰 要介護4  
旦 要介護5   

（3）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

出 要介護1  
旦 要介護2  
旦 要介護3  

胆 要介護4  
旦 要介護5   

ロ 通常規模型適所介護費   

上1）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

出 要介護1  
旦 要介護2  
旦 要介護3  

凰 要介護4  

旦 要介護5   

（2）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

出 要介護1  
（コ 要介護2  

6 通所介護責   

イ 小規模型通所介護章   

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
（－）経過的要介護  396単位   

437単位  

504単位  

570単位  

636単位  

702単位  

旦 要介護1   

旦 要介護2   

上軋 要介護3   

旦 要介護4   

盟 要介護5  

（2）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

（－）経過的要介護  

437単位  

504単位  

570単位  

636単位  

702単位   

529単位  

588単位  

683単位  

778単位  

872単位  

967単位   

588単位  

683単位  

778単位  

872単位  

967単位   

707単位   

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

二
三
匹
五
丁
‥
 
 3）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

ト）経過的要介護  
790単位   

922単位  

1，055単位  

1，187単位  

1，320単位  

790単位   

922単位  

1，055単位  

1，187単位  

1，320単位  

旦 要介護1   

旦 要介護2   

上軋 要介護3   

盟 要介護4   

盟 要介護5  

ロ 通常規模型通所介護責  

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合   

（－）経過的要介護  346単位  

381単位  

437単位  

493単位  

549単位  

605単位  

381単位  

437単位  

493単位  

549単位  

605単位   

458単位  

508単位  

588単位  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

二
二
ニ
ー
旦
王
∵
エ
 
 

2）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

二 

旦 要介護1   

亡）要介護2  

508単位  

588単位   
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剋 要介護3   

旦 要介護4   

上粗 宴介護5  

（3）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

（－）経過的要介護   

668単位   

748単位   

828単位   

608単位   

677単位   

789単位   

901単位  

1，013単位  

1，125単位   

旦 要介護3   

剋 要介護4   

堕1要介護5  
（3）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

668単位  

748単位  

828単位  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

二
＝
薫
…
二
 
 

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

ー
‖
二
．
＝
：
ヱ
 
 

677単位   

789単位   

901単位  

1，013単位  

1，125単位  旦 要介護5  

／＼大規模型適所介護費（Ⅰ）  

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
宮 要介護1  
（ニ要介護2  

375単位  

430単位  息 要介護3 亡ユ閲 4鱒学位  

（四）要介護4  540単位  

伍〕要介護5  595単位  

（2）所要時間4時間以＿上6時間未満の場合  

ト〕要介護1  499単位  

（コ 要介護2  578単位  （三）要介護3 亡㈲ 657単位  

（四）要介護4  735単位   

伍）要介護5  

（3）所要時間6時間以上8時間未満の場合  
814単位   

665単位  

776単位  

886単位  

996単位  

卜）要介護1  

に）要介護2  

仁）要介護3  

㈲要介護4   

伍㈲   

木規模型適所介瓢勘Ⅱl  

川 所要時間3時間以上4時間未満の場合  

1，106単位  

ト）要介護1  

に）要介護2  

旦 要介護3  

（四）要介護4  

365単位  

418単位  

472単位  

525単位   
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（五）要介護5  579単位  

（2）所要時間4時間以上6時間未満の場合  
（－）要介護1  486単位  

（二）要介護2  563単位  

（三）要介護3  639単位  

（四）要介護4  716単位  

伍）要介護5  792単位  

欄引間6時間以＿上8時間未満の場合  

ト）要介護1  648単位  

に）要介護2  755単位  

（三）要介護3  862単位  

（四）要介護4  969単位  

伍）要介護5  1，077単位  

乙！療養通所介護責  

（1）所要時間3時間以上6時間未満の場合  1，000単位  

（2）所要時間6時間以上8時間未満の場合  1，500単位  

注1 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合  

しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所  

（指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定適所介護事  
業所をいう。以下同じ。）において、指定通所介護（指定居宅サ  
ービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）  

を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要  

介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、適所介護計画  

（指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する適所介護計画を  
いう。）に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する  

標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用  
者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣  
が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるとこ  

ろにより算定する。  

垂＿ 療養適所介護費  

（1）所要時間3時間以上6時間未満の場合  1．000単位  

（2）所要時間6時間以上8時間未満の場合  1，500単位  

注1 イからこまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に  

適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事  

業所（指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介  
護事業所をいう。以下同じ。）において、指定通所介護（指定居  
宅サービス基準第92条に規定する指定適所介護をいう。以下同じ。）  

を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要  

介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画  

（指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画を  
いう。）に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する  

標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用  
者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣  
が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるとこ  

ろにより算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。   

イ 小規模型適所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準   
（1）前年度の1月当たりの平均利用延人員数（当該指定適所介護  

事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業  
者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場  
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合は、当該指定介護予防適所介護事業所における前年度の1月  
当たりの平均利用延人員数を含む。以下口及びハにおいて同  

じ。）が300人以内の指定適所介護事業所であること。  

（2）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基  

準（平成‖年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」  

という。）第93条に定める看護職員（看護師又は准看護師をい  
う。以下同じ。）又は介護職員の員数を置いていること。  

ロ 通常規模型通所介護責を算定すべき指定通所介護の施設基準  
（1）イ（1＝こ該当しない事業所であって、前年度の1月当たりの平  

均利用延人員数が750人以内の指定通所介護事業所であること。  

（2）イ（2）に該当するものであること。  

ハ瀾費（Ⅰ）を算定すべきf旨定適所介護の施設基準   
川 イ（1）及び口（＝こ該当しない事業所であって、前年度（乃1月当  

たりの平均利用延人員数が900人以内の指定適所介護事業所で  

あるこL  
（2）…lこ該当するものであること。  

二瀾蒙（Ⅱ）を算定すべき指定通所介護の施設基準   
川 イ川、ロ川及びハ（1＝こ該当しない事業所であること。  

（2）イ（2＝こ該当するものであること。  

ホ 療養通所介護責を算定すべき指定療養通所介護の施設基準  
（略）  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

イ 指定通所介護の月平均の利用者の数（指定通所介護事業者が指  

定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所  

介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所にお  
いて一体的に運営されている場合にあっては、指定通所介護の利  

用者の数及び指定介護予防通所介護の利用者の数の合計数）が次  
の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における適所介護費（小  

規模型通所介護費、通常規模型通所介護費、大規模型通所介護責   
（Ⅰ）又は大規模型適所介護費（Ⅱ）に限る。）については、同表の  

下欄に掲げるところにより算定する。  

厚生労働大臣が定める通所介護貴の  厚生労働大臣が定める   
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利用者の数の基準  算定方法  

指定居宅サービスに要する費用の額  
の算定に関する基準（平成12年厚生  

省告示第19号）別表指定居宅サービ  
ス介護給付貴単位数表（以下「指定  
居宅サービス介護給付責単位数表」  

という。）の所定単位数に100分の70  

を乗じて得た単位数を用いて、指定  
居宅サービスに要する責用の額の算  
定に関する基準の例により算定する。  

介護保険法施行規則  
（平成11年厚生省令第  

36号。以下「施行規則」  

という。）第119条の  

規定に基づき都道府県  

知事に提出した運営規  

程に定められている利  

用定員を超えること。  

ロ （略）  

ハ 指定通所介護事業所の看護職員（看護師又は准看護師をいう。   

以下同じ。）又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の   

基準に該当する場合における通所介護責（小規模型通所介護費L   

通常規模型通所介護費、大規模型通所介護責（Ⅰ）又は大規模型通  
所介護費（Ⅱ）に限る。）については、同表の下欄に掲げるところ  

により算定する。  

厚生労働大臣が定める  厚生労働大臣が定める適所介護費の   

看護職員又は介護職員  

の員数の基準   

指定居宅サービス基準  指定居宅サービス介護給付貴単位数   
第93条に定める員数を  表の所定単位数に100分の70を乗じて   

置いていないこと。   得た単位数を用いて、指定居宅サー  

ビスに要する費用の額の算定に閲す  

る基準の例により算定する。   

2 1！について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい   

るものとして都道府県知事に届け出た指定療養適所介護事業所（指   

定居宅サービス基準第105条の4第1項に規定する指定療養通所介  

2 杢＿について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい   

るものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所（指   

定居宅サービス基準第105条の4第1項に規定する指定療養通所介  

28   
－28－  



護事業所をいう。以下同じ。）において、利用者（別に厚生労働  護事業所をいう。）において、利用者（別に厚生労働大臣が定め   

る者に限る。）について、指定療養通所介護（指定居宅サービス   

基準第105条の2に規定する指定療養通所介護をいう。）を行った   
場合に、現に要した時間ではなく、療養通所介護計画（指定居宅   

サービス基準第105条の12第1項に規定する療養通所介護計画をい   
う。）に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要す   
る標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利   

用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大   
臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると   
ころにより算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所   

要時間2時間以上3時間未満の指定適所介護を行う場合は、注1   
の施設基準に掲げる区分に従い、イ（1）又はロ（1）の所定単位数の1   

大臣が定める者に限る。）について、指定療養通所介護（指定居  
宅サービス基準第105条の2に規定する指定療養通所介護をいうL  
以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、療養通   
所介護計画（指定居宅サービス基準第105条の12第1項に規定する   
療養通所介護計画をいう。）に位置付けられた内容の指定療養通   
所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を   

算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の   

員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚   

生労働大臣が定めるところにより算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所   
要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1  

ハ（り又は二（り  の施設基準に掲げる区分に従い、イ（1）、ロ（1）   

の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。  00分の70に相当する単位数を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定通所介護事  

業所において、指定通所介護を行った場合は、ロの所定単位数の1  

00分の90に相当する単位数を算定する。   

イ及びロについては、日常生活上の世話を行った後に引き続き  4 イからこまでについては、日常生活上の世話を行った後に引き   旦  

続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った場合   
又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った後に   
引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所   

介護の所要時間と当該指定適所介護の前後に行った日常生活上の   
世話の所要時間を通算した時間（以下この注において「算定対象   
時間」という。）が8時間以上となるときは、算定対象時間が8   
時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の   

場合は100単位を所定単位数に加算する。  

5 指定適所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者（指  

所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った場合又は  
所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った後に引き  
続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護  

の所要時間と当該指定適所介護の前後に行った日常生活上の世話  
の所要時間を通算した時間（以下この注において「算定対象時間」  

という。）が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以  
上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は1  

00単位を所定単位数に加算する。  

定居宅サービス基準第93条第1項1こ規定する適所介護従業者又は  

第105条の4に規定する療養適所介護従業者をいう」が、丹‖こ厚  
生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の  
事業の実施地域（指定居宅サービス基準第100条第6号又は第1粥  
条の15第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越え  

て、指定適所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、1日に  

つき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算  
する。   
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※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する地域  

（争 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  
指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条  
に規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  

に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により  
指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条  
第1項に規定する小笠原諸島   

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   
⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域   

⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   

1項に規定する過疎地域   

⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に規  
定する離島  

6 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し   
ているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介   

助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。   

フ ィ及び口については、指定適所介護を行う時間帯に1日120分以  

6 イからこまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適   
合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入   

浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算す   

る。  

7 イからこまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適  

上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法  

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指  
合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の単  
位（指定居宅サービス基準第93条第3項に規定する指定通所介護  

圧師（以下この注において「理学療法士等」という。）を1名以  の単位をいう。）の利用者に対して、機能訓練を行っている場合  
上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護  には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位  
の単位（指定居宅サービス基準第93条第4項に規定する指定通所  数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算  
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を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定  介護の単位をいう。）の利用者に対して、機能訓練指導員、看護  
職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用  しない。  

者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的  イ牒 27単位  

口 個別機能訓練加算（Ⅱ）  42単位  に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1  

日につき27単位を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること  

① 指定通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練  
指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、  

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以下この  
号において「理学療法士等」という。）を1名以上配置してい  
ること。  

② 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他  
の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作  
成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。   

○ 個別機能訓練加算（Ⅱ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること  

① 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の  
職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているこ  
と。  

② 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の  
職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、  
当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。  

③ 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支  

援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目  

を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が  

増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練  
が適切に提供されていること。  

8 イ及び口について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  
いるものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所にお  

いて、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第4  
12号）第2条に規定する初老期における認知症によって法第7条  

第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同じ。）に対  
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して、指定通所介護を行った場合には、若年性認知症ケア加算と  

して、1日につき60単位を所定単位数に加算する。  

8 イカ、らこまでlこついて、瀞‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合   

しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所   

において、葦郷（平成10年政   
令第412号）第2条第6号lこ規定する初老期lこおける認知症Iこよっ   

て法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同   

じ。）に対して指定通所介護を行った場合には、若年性認知症利  
1日につき60単位を所定単位数に加算する。  用者受入加算として、   

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政   

令第412号）第2条第6号に規定する初老期における認知症によっ   

て法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同  じ。）ごとに個別の担当者を定めていること。  
9 イからこまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合し  9 イ及びロについては、次に掲げるいずれの基準にも適合してい  

ているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利  

用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養  
状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等  
の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資す  
ると認められるもの（以下この注において「栄養改善サービス」  

という。）を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期  
間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数  

るものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者  

又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態  
の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄  
養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると  
認められるもの（以下この注において「栄養改善サービス」とい  
う。）を行った場合は、栄養マネジメント加算として、3月以内  
の期間に限り1月に2回を限度として1回につき100単位を所定単  

に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利  

用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善  

サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者について  

は、引き続き算定することができる。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護   

職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利   
用者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計   

画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ   
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  

位数に加算する。ただし、栄養改善サtビスの開始から3月ごと  

の利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養  

改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者につ  

いては、引き続き算定することができる。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護   

職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利   
用者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計   

画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ   
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  

32  
－32－   



録していること。   

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ  

と。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定適所介護  

事業所であること。  

10 イからこまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合し  

録していること。   

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ  

と。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定適所介護  

事業所であること。  

10 イ及び口については、次に掲げるいずれの基準にも適合してい  

ているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下して  

いる利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の  
口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指  
導若しくは実施又は摂食・噴下機能に関する訓練の指導若しくは  
実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認  
められるもの（以下この注において「口腔機能向上サービス」と  

いう。）を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の  
期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位   

るものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している  

利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔  
機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若  
しくは実施又は摂食・噴下機能に関する訓練の指導若しくは実施  
であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認めら  

れるもの（以下この注において「口腔機能向上サービス」という。）  

を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限  
り1月に2回を限度として1回につき100単位を所定単位数に加算   

数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ご   

との利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔   

機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者   
については、引き続き算定することができる。   

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  
ること。   

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科  
衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が  

共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して  
いること。   

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、  

歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っている  
とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。   

二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定適所介護  

事業所であること。  

11奉り用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護若しくは認知症対   
応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、   

する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用   

者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上   

サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者について   

は、引き続き算定することができる。   

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  
ること。   

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科  

衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が  
共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して  
いること。   

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、  
歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っている  

とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。   
二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  

に評価すること。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護  

事業所であること。  

11利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護若しくは認知症対   
応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは   
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、  
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通所介護責は、算定しない。  通所介護責は、算定しない。  

ヘ サービス提供体制強化加算  
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府  

県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定適所介護  
を行った場合及び別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも  
のとして都道府県知事lこ届け出た指定療養通所介護事業所が利用者  
に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に  

従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、サー  
ビス提供体制強化加算（Ⅰ）を算定している場合においては、サー  

ビス提供体制強化加算（Ⅱ）㈱  
川凋  

・こ 

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

① 当該指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉  
士の占める割合が100分の40以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

① 当該指定通所介護事業所の指定適所介護を利用者に直接提供  

する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が  
100分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

① 当該指定療養適所介護事業所の指定療養通所介護を利用者に  
直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占め  
る割合が100分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

7 通所リハビリテーション責  7 通所リハビリテーション費  

イ瀾ション費   

（1）所要時間1時間以上2時間未満の場合  

ト）要介護1  

（コ 要介護2  

270単位  

300単位   
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亡）瀞 330単位  

㈲㈲ 360単位  

（卦 要介護5  390単位   

所要時間3時間以上4時間未満の場合  
（1）経過的要介護  338単位  

迎 所要時間3時間以上4時間未満の場合  

土1要介護1   

旦 要介護2   

旦 要介護3   

旦 要介護4   

旦 要介護5  

匙 所要時間4時間以上6時間未満の場合  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

、
－
：
、
∴
 
■
‥
・
r
．
1
 
 

386単位  

463単位  

540単位  

617単位  

694単位   

447単位   

386単位  

463単位  

540単位  

617単位  

694単位  

旦 所要時間4時間以上6時間未満の場合  

（1）経過的要介護  

赴 要介護1  

1姐 要介護2   

辿 要介護3  
1軋 要介護4   

腹 要介護5  
n 所要時間6時間以上8時間未満の場合  

（1）経過的要介護  

515単位  

625単位  

735単位  

845単位  

955単位   

591単位  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4   

■
 
二
 
〓
－
■
メ
 
 

515単位  

625単位  

735単位  

845単位  

955単位   旦 要介護5   

址 所要時間6時間以上8時間未満の場合  

±1要介護1   

旦 要介護2   

旦 要介護3   

埋 要介護4   

旦 要介護5  
ロ 大規模型適所リハビリテーション責（Ⅰ）  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5   

‥
…
・
‥
＝
‥
ト
二
 
 

688単位   

842単位   

995単位  

1，149単位  

1，303単位  

688単位   

842単位   

995単位  

1，149単位  

1，303単位  

川 所要時間1時間以上2時間未満の場合  

（－）要介護1  265単位  

（コ 要介護2  295単位  

（三）要介護3  324単位  

（四）要介護4  354単位  

胤要介護5  383単位  

榔折要時間3時間以＿上4時間未満の場合  ト）㈲  （コ㈲  
エ 要介護3  

379単位  

455単位  

531単位   
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㈹6単位   

6眉2単位  

5心6単位   

引4単位   

722単位   

幻0単位   

g侶9単位  

即6単位   

∈ほ7単位   

939単位  

1．129単位  

1．281単位  

（四）㈲   （五）㈲  
（3）所要時間4時間以上6時間未満の場合   

二 要介蓮J （二）㈲   
三 

旦 （五）㈲  
（4）所要時間6時間以上8時間未満の場合   

二 （二）㈲   （三）㈲   （四）㈲  伍）㈲  
ハ 大規模型通所り′ヽどリテーション責（Ⅱ）  

（1）所要時間1時間以上2時間未満の場合   

了 要介監〕   

主 （三）㈲   （四）㈲  伍）㈲  
（2）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

25鋸削立  

287単位  

315単位  

344単位  

373単位   

369単位  

443単位  

516単位  

590単位  

664単位   

492単位  

598単位  

703単位  

808単位  

914単位  

二j介護1 
三 （三）㈲  （四）㈲  （五）㈲  

（3）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

ト）要介護1  

に）要介護2  

亡）要介護3  

㈲ 要介護4  

（五）要介護5  

（4）所要時間6時間以上8時間未満の場合  
658単位   （－）要介護1  
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こ）要介護2  805単位  

且 要介護3  914単位  

㈲要介護4  1，099単位  

㈲㈲ 1，247単位  注1 脚として  
都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所（指  
定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定適所リハビリテ  

ーション事業所をいう。以下同じ。）において、指定通所リハビ   

リテーション（指定居宅サービス基準第110条に規定する指定適所   

リハビリテーションをいう。以下同じ。）を行った場合に、利用  

者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、適所リ  

ハビリテーション計画（指定居宅サービス基準第115条第1項に規  
定する適所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。）に位置  

付けられた内容の指定適所リハビリテーションを行うのに要する  

標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者  

の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員  
若しくは介護職員（以下この号において「理学療法士等」という。）  

注1 指定適所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス基準第1   

11条第1項に規定する指定適所リハビリテーション事業所をいう。  
以下同じ。）において、指定通所リハビリテーション（指定居宅  

サービス基準第110条に規定する指定適所リハビリテーションをい  

う。以下同じ。）を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応  
じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画（指  
定居宅サービス基準第115条第1項に規定する適所リハビリテーシ  

ョン計画をいう。以下同じ。）に位置付けられた内容の指定通所   

リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所  

定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、  
作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員の員数が別  

に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  
臣が定めるところにより算定する。  

の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に  

厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

※ 厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。  

イ 通常規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定適所リ   
ハビリテーションの施設基準   

（1）前年度の1月当たりの平均利用延人員数（当該指定適所リハ  
ビリテーション事業所に係る指定適所リハビリテーション事業  

者が指定介護予防通所リハビリテーション事業所の指定を併せ  
て受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定  
介護予防適所リハビリテーション事業所における前年度の1月  
当たりの平均利用延人員数を含む。以下同じ。）が750人以内  
の指定適所リハビリテーション事業所であること。  

こ2：指定居宅サービス基準第112条に定める設備の基準に適合し  

ていること。  

口 大規模型通所リハビリテーション責（Ⅰ）を算定すべき指定適   
所リハビリテーションの施設基準   

（1）イ：1）に該当しない事業所であって、前年度の1月当たりの平  
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均利用延人員数が900人以内の指定通所リハビリテーション事  

業所であること。  

（2）イ（2）に該当するものであること。  

ハ 大規模型適所リハビリテーション費（Ⅱ）を算定すべき指定通   

所リハビリテーションの施設基準  

（1）イ（1）及びロ（1）に該当しない事業所であること。  

（2）イ（2）に該当するものであること。  

2 イ（1）、口（1）及びハ（1）については、当該指定通所リハビリテー   

ション事業所において個別リハビリテーションを20分以上実施し   

た場合に限り所定単位数を算定する。  

3 イ（り、ロ（1）及びハ（1）について、医師又は理学療法士が個別リ  

ハビリテーションの実施前に指示を行い、かつ、当該個別り／、ど  

リテーションの実施後に当該療法に係る報告を受ける場合であっ  
て、別に厚生労働大臣が定める者が個別リハビリテーションを行  

う場合は、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は以下のとおり。  

定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復   
師又はあん摩マッサージ指圧師  

4 イ（1）、ロ（1）及びハ（1）について、指定居宅サービス基準第111  

条に規定する配置基準を超えて、専従する常勤の理学療法士、作  

業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置している事業所について   
は、1日につき30単位を所定単位数に加算する。  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所   
要時間2時間以上3時間未満の指定適所リハビリテーションを行   
う場合は、イ（2）、ロ（2）又はハ（2）の所定単位数の100分の70に相  

当する単位数を算定する。  

旦 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8   
時間未満の指定適所リハビリテーションを行った場合又は所要時   
間6時間以上8時間未満の指定適所リハビリテーションを行った  

38  
－38－   



後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定   
適所リハビリテーションの所要時間と当該指定適所リハビリテー   

ションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時   
間（以下この注において「算定対象時間」という。）が8時間以   

上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は5   
0単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に   

加算する。  

7 指定適所リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に厚  

後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定  
適所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテー  

ションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時  
間（以下この注において「算定対象時間」という。）が8時間以  

上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は5  
0単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に  
加算する。  

生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の  
事業の実施地域（指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する  
通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定通所リハビリテ  

－ションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相  
当する単位数を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する地域   

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  

指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条  
に規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  

に規定する豪雪地帯  ④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により  
指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条  
第1項に規定する小笠原諸島   

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   
⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  

る特定農山村地域   

⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   

1項に規定する過疎地域  

39   
－39一  



⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に規   
定する離島  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1   
日につき50単位を所定単位数に加算する。  

旦 指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である   

場合であって、医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は作業   

療法士が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能   
力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直し   
を行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に   

加算する。  

週 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーシ   
ョン事業所について、リハビリテーションマネジメント加算とし   

て、1月につき230単位を所定単位数に加算する。   

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作  
成していること。   

ロ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医  

師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指  
定適所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状  

態を定期的に記録していること。   

ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期  
的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。   

二 指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介  

護支援事業者を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅  
サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点  

から、日常生活上の留意点、介護のエ夫等の情報を伝達してい  

ること。  

止 利用者に対して、集中的に指定適所リハビリテーションを行っ   
た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲   

げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加   

算する。ただし、この場合において、注3を算定している場合及   
室リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、   

算定しない。  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1   
日につき50単位を所定単位数に加算する。  

旦 指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である   

場合であって、医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は作業   
療法士が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能   

力検査等を行い、適所リハビリテーション計画の作成及び見直し   
を行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に   

加算する。  

ヱ 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定適所リハビリテーシ   
ョン事業所について、リハビリテーションマネジメント加算とし   

て、1日につき20単位を所定単位数に加算する。   

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作  
成していること。   

ロ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医  
師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指  
定通所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状  

態を定期的に記録していること。   

ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期  
的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。   

二 指定適所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介  

護支援事業者を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅  
サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点  

から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達してい  

ること。  

旦 利用者に対して、集中的に指定通所リハビリテーションを行っ   
た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲   

げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加   
算する。ただし、この場合において、リハビリテーションマネジ   

メント加算を算定していない場合は、算定しない。  
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を所定単位数に加算する。  

14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  
府県知事に届け出た指定適所リハビリテーション事業所において、  

若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行っ  

た場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60  

単位を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

坦 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   

知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある   
利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、   

個別的に実施される栄養食手相談等の栄養管理であって、利用者   
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ   

の注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、   

栄養マネジメント加算として、3月以内の期間に限り1月に2回   

を限度として1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、  

廷 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   

知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある   
利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、   

個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者   
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ   

の注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、   

栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度と   

して1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改  
栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価  

の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行  

うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定する  
ことができる。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、   

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員そ   
の他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・噴下機能及び   
食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ   
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記   
録していること。  

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ   

と＿  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所リハ   
ビリテーション事業所であること。  

善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、  
低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが  

必要と認められる利用者については、引き続き算定することがで  
きる。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、   

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員そ   
の他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・l燕下機能及び   
食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ   
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記   
録していること。  

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ   

と。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所リハ   
ビリテーション事業所であること。  
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担 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   

知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ   
のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし   
て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・   

瞭下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心   
身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注   
において「［コ腔機能向上サービスj という。）を行った場合は、   

口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限   
度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口  

u 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   

知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ   
のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし   
て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・   

噴下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心   
身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注   
において「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、   

口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限   
度として1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、ロ   

腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評  

価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続  

き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定  
することができる。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  

ること。  

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、  
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成  
していること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若  

しくは歯科医師の指示．を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又  

は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス  
を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して  
いること。  

二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合する指定通所リハビリ  
テーション事業所であること。   

り 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密  
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、適所リ  
ハビリテtション貴は、算定しない。  

ニ ケビス提供体制強化加算  
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府  

腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評   

価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続   

き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定   
することができる。   

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  

ること。   

口 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、  
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成  
していること。   

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若  

しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又  
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス  
を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して  
いること。   

二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合する指定適所リハビリ  
テーション事業所であること。  

廷 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、適所リ   
ハビリテーション責は、算定しない。  
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県知事に届け出た指定適所リハビリテーション事業所が、利用者に  
対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲  

げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。た  
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、  

次に掲げるその他の加算は算定しない。  （1）凋 12単位  

（2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

① 当該指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数の  
うち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   

① 当該指定通所リハビリテーション事業所の指定通所リハビリ  

テーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年  
数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

8 短期入所生活介護費（1日につき）   

イ 短期入所生活介護費   

（1）単独型短期入所生活介護責  

（t）単独型短期入所生活介護責（Ⅰ）  

a 要介護1  

8 短期入所生活介護責（1日につき）   

イ 短期入所生活介護責   

（1）単独型短期入所生活介護責  

（－）単独型短期入所生活介護費（Ⅰ）  

a 経過的要介護  478単位  

655単位  b 要介護1  641単位  

b 要介護2  726単位  c 要介護2  712単位  

c 要介護3  796単位  d 要介護3  782単位  

d 要介護4  867単位  e 要介護4  853単位  

e 要介護5  937単位  f 要介護5  923単位  

に）単独型短期入所生活介護費（Ⅱ）  a㈲   
b 要介護2   

c 要介護3   

d 要介護4  

（コ 単独型短期入所生活介護費（Ⅱ）   

a 経過的要介護  522単位  

737単位  

∽8単位  

釘8単位  

949単位   

b 要介護1  723単位  

c 要介護2  794単位  

d 要介護3  864単位  

e 要介護4  935単位  
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e 要介護5  f 要介護5  1，005単位  

（2）併設型短期入所生活介護責  

（－：併設型短期入所生活介護費（Ⅰ）  

a 要介護1  

（2：併設型短期入所生活介護費  

（－）併設型短期入所生活介護責（Ⅰ）  

a 経過的要介護  450単位  

621単位  b 要介護1  607単位  

b 要介護2  692単位  c 要介護2  678単位  

c 要介護3  762単位  d 要介護3  748単位  

d 要介護4  833単位  e 要介護4  819単位  

e 要介護5  903単位  f 要介護5  889単位  

に：併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）  

a 要介護1  703単位  

（コ 併設型短期入所生活介護責（Ⅱ）   

a 経過的要介護  500単位  

b 要介護1  689単位  

b 要介護2  774単位  c 要介護2  760単位  

c 要介護3  844単位  d 要介護3  830単位  

d 要介護4  915単位  e 要介護4  901単位  

e 要介護5  985単位  f 要介護5  971単位  

ロ ユニット型短期入所生活介護責  
（1）単独型ユニット型短期入所生活介護費   

（－）単独型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅰ）  

a 要介護1  

ロ ユニット型短期入所生活介護責  
（1）単独型ユニット型短期入所生活介護費   

（－）単独型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅰ）  

a 経過的要介護  557単位  

755単位  b 要介護1  741単位  

b 要介護2  826単位  c 要介護2  812単位  

c 要介護3  896単位  d 要介護3  882単位  

d 要介護4  967単位  e 要介護4  953単位  

e 要介護5  1，027単位  f 要介護5  1，013単位  

こ）単独型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅱ）  

a 要介護1  755単位  

（コ 単独型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅱ）   

a 経過的要介護  557単位  

b 要介護1  741単位  

b 要介護2  826単位  c 要介護2  812単位  

c 要介護3  896単位  d 要介護3  882単位  

d 要介護4  967単位  e 要介護4  953単位  

e 要介護5  1．027単位  f 要介護5  1，013単位  

（2）併設型ユニット型短期入所生活介護費  

（－）併設型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅰ）   

（2）併設型ユニット型短期入所生活介護費  

（－）併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅰ）  

a 経過的要介護  526単位  
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a 要介護1  721単位  b 要介護1  707単位  

b 要介護2  792単位  c 要介護2  778単位  

c 要介護3  862単位  d 要介護3  848単位  

d 要介護4  933単位  e 要介護4  919単位  

e 要介護5  993単位  f 要介護5  979単位  

（コ 併設型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅱ）  

a 要介護1  721単位  

に）併設型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅱ）   

a 経過的要介護  526単位  

b 要介護1  707単位  

b 要介護2  792単位  c 要介護2  778単位  

c 要介護3  862単位  d 要介護3  848単位  

d 要介護4  933単位  e 要介護4  919単位  e㈲ 993単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  

すものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業  
所（指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所  
生活介護事業所をいう。以下同じ。）（同条第2項の規定の適用を  

受けるもの及び同条第5項に規定する併設事業所を含む。）にお  

いて、指定短期入所生活介護（指定居宅サービス基準第120条に規  

定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合  
に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  

準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それ  

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に  

相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若し  

くは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する  

場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない  

場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算  

定する。   

3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1  
名以上配置しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第1  

21条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又  
は同条第5項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護  
事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受  

f㈲ 979単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  

すものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業  
所（指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所  
生活介護事業所をいう。以下同じ。）（同条第2項の規定の適用を  

受けるもの及び同条第5項に規定する併設事業所を含む。）にお  

いて、指定短期入所生活介護（指定居宅サービス基準第120条に規  

定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合  
に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  

準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それ  

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に  

相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若し  

くは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する  

場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない  

場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算  

定する。   

3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1  
名以上配置しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第1  

21条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又  
は同条第5項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護  
事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受  
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ける特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第  
20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。）又は指定居宅  
サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は  

入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。）が100を超え  

る指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員  
の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、  
理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法  
（指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法を  

いう。特定施設入居者生活介護真の注2において同じ。）で利用  

者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府県知  
事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につ  
き12単位を所定単位数に加算する。   

ける特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第   

20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。）又は指定居宅   
サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は   
入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。）が100を超え   

る指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員   
の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、   

理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法   

（指定居宅サtビス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法を   
いう。特定施設入居者生活介護費の注2において同じ。）で利用   

者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府県知   

事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につ   

き12単位を所定単位数に加算する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  

都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、  

当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数  
を所定単位数に加算する。  （1）御 4単位  

（2）看護体制加算（Ⅱ）  8単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。   

1 看護体制加算（Ⅰ）  

常勤の看護師を1名以上配置していること。   

旦 看護体制加算（Ⅱ）  

イ 看護職員を常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増  
すごとに1名以上配置していること。  

ロ 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病  
院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携  

により、24時間の連絡体制を確保していること。  

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  
都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、  
当該施設基準に掲げる区分に従い、 1日につき次に掲げる単位数  
を所定単位数に加算する。  

川御 13単位  

（2）夜勤職員配置加算（Ⅱ）  18単位  
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※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。  

1 夜勤職員配置加算（Ⅰ）  

イ 短期入所生活介護費を算定していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す  

る基準に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職負の数に1を  
加えた数以上の数の介護職員又は看護職員を配置しているこ  

と。   

2 夜勤職員配置加算（Ⅱ）  

イ ユニット型短期入所生活介護責を算定していること。  

口 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す  

る基準に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に1を  
加えた数以上の数の介護職員又は看護職員を配置しているこ  
と。  

6㈲勒・心理症状が認められるため、在宅での  
生活が困難であり、舅嘩舌介護を利用すること  
が適当であると判断した者に対し、閲舌介護を行っ   

た場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1   
日につき200単位を所定単位数に加算する。  

7 矧‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年  
短期入所生活介護を行った場合には  性認知症利用者に対して指定   

若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位  
数に加算する。ただし、注6を算定している場合は算定しない㌧  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

邑 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと   
が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生   

活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所   

定単位数に加算する。  

9 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護  

生 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと   

が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生   

活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所   
定単位数に加算する。  

5 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護  
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責又は併設型短期入所生活介護責を支給する場合は、それぞれ、   
単独型短期入所生活介護責（Ⅱ）又は併設型短期入所生活介護費  
（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判  

断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用  

する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の  
必要があると医師が判断した者  

竣 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定   
短期入所生活介護事業所に係る注3の規定による届出については、   
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成1   

2年厚生省告示第21号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数   

表（以下「指定施設サービス等介護給付責単位数表」という。）   

の規定により、注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サ   

ービスに係る届出があったときは、注3の規定による届出があっ   
たものとみなす。  

u 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けて   
いる場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所   

生活介護については、短期入所生活介護責は、算定しない。   

費又は併設型短期入所生活介護責を支給する場合は、それぞれ、   
単独型短期入所生活介護責（Ⅱ）又は併設型短期入所生活介護責   

（Ⅱ）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判  

断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用  
する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の  
必要があると医師が判断した者   

旦 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定  

短期入所生活介護事業所に係る注3の規定による届出については、  
指定施設サービス等に要する責用の額の算定に関する基準（平成1  

2年厚生省告示第21号）別表指定施設サービス等介護給付責単位数  

表（以下「指定施設サービス等介護給付責単位数表」という。）  

の規定により、注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サ  
ービスに係る届出があったときは、注3の規定による届出があっ  
たものとみなす。   

ヱ 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けて  

いる場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所  
生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。  

ハ 栄養管理体制加算  
12単位  

10単位  

川 管理栄養士配置加算  
（2）栄養士配置加算  

注1 日lこついては、次lこ掲げるいずれの基準にも適合するものと   

して都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所につい   

て、一1日につき所定単位数を加算する。   

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   
口碑舌  

介護事業所であるこL  
2（2）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとし  

け出た指定短期入所生活介護事業所について  て都道府県知事に届   

1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、  

管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。  
イ 栄養士を1名以上配置していること。  
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ロ 丹＝こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する手旨定短期人前封舌  

介護事業所であるこL  
三 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所生活介護事業所において行われていること。  

n 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介  
護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所生活介護事業所において行われていること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める療養食の内容は以下のとおり。  

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提   
供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓   

病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特   
別な場合の検査食  

杢 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県  

知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者（別に厚  
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所生活介護  
を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

へ 在宅中重度加算   

川・問 10単位  

（2）在宅中重度者受入加算   

注1叫合しているものとして都  
道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所にm  
目につき所定単位数を加算する。  

イ 常勤の看護師を1名以上配置し、看護lこ係る責任者を定めて  
いること。ただし、常勤の看護師については、平成20年3月引  

日までの間は、常勤の看護職員で配置することで足りることと  
すること。  

主 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県  
知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者（別に厚  
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所生活介護  
を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

ホ 在宅中重度者受入加算   

注 指定短期入所生活介護事業所lこおいて、当該利用者が利用して  
いた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理  

等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞ  

れ所定単位数を加算する。   イ即（Ⅱ）  
を算定していない場合に限る。） 421単位  

口 看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合（看護体制加算（Ⅰ）   

を算定していない場合に限る。）  を算定していない場合に限る。） 417単位  

ハ 看護体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）をいずれも算定している場合  
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口働若しくは診療所≡若しくは訪問看護   

ステーションとの連携により、瑚舌介護を受ける   

利用者に対して、24時間連絡体制を確保し、かつ、必要lこ応じ   

て健康上の管理等を行う体制を確保しているこL  
2㈱舌介護事業所lこおいて、当該   
利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利   

用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げ   

る区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。   
イ凋 415単位   

口（1）の夜間看護体制加算を算定していない場合   425単位  

二 看護体制加算を算定していない場合  

ヘ サービス提供体制強化加算  
注 別に厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして都道府   

県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、㈱こ対し、   
指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従   

い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲   
げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ  
の他の加算は算定しない。  

川 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

（2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

① 当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、  
介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   

① 当該指定短期入所生活介護事業所の看護・介護職員の総数の  
うち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   
○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

① 当該指定短期入所生活介護事業所の指定短期入所生活介護を  

利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の  
者の占める割合が100分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  
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9 短期入所療養介護責   

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護責   

（1）介護老人保健施設短期入所療養介護責  

（－）介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  
l 経過的要介護  

9 短期入所療養介護責   

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費   

（1）介護老人保健施設短期入所療養介護費  

（－）介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a 介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）  

l 要介護1  

558単位  

ii要介護1  732単位  746単位  

iii要介護2  781単位  ii要介護2  795単位  

iv 要介護3  834単位  ‖i㈲ 848単位  

山 要介護4  902単位  V 要介護4  888単位  

Vi要介護5  941単位  V 要介護5  955単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）  

l 経過的要介護  617単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）   

I 要介護1  845単位  ii要介護1  831単位  

lii要介護2  880単位  ii要介護2  894単位  

iv 要介護3  933単位  ii㈲ 947単位  

V 要介護4  1，001単位  V 要介護4  987単位  

Vi要介護5  1，040単位  V 要介護5  1，054単位  

仁）介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）   

l 経過的要介護  558単位  

（二）介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  767単位  ii要介護1  732単位  

iii要介護2  837単位  ii要介護2  850単位  

iv 要介護3  890単位  】ii要介護3  965単位  

iv 要介護4  1，041単位  V 要介護4  944単位  

Vi要介護5  997単位  V 要介護5  1，117単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

】 経過的要介護  617単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  866単位  ii要介護1  831単位  

iii要介護2  936単位  ii要介護2  949単位  

iv 要介護3  989単位  ‖i㈲ 1，064単位  

山 要介護4  1，140単位  V 要介護4  1，043単位  

Vi要介護5  1．096単位  V 要介護5  1，216単位  

（ヨ 介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅲ）  （ヨ 介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅲ）   
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介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

i経過的要介護  5早8単位  

ii要介護1  732単位  

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）   

l 要介護1  767単位  

a  

iii要介護2  810単位  ii要介護2  844単位  

iv 要介護3  863単位  ii㈲ 単位  

V 要介護4  1．014単位  ∨ 要介護4  917単位  

∨重 要介護5  970単位  V 要介護5  1，090単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  617単位  

b 介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）   

l 要介護1  866単位  ii要介護1  831単位  

iii要介護2  909単位  ii要介護2  943単位  

iv 要介護3  962単位  ‖㈲ 1，037単位  

iv 要介護4  1，113単位  V 要介護4  1．016単位  

Vi要介護5  1，069単位  V 要介護5  1，189単位  

（2）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責   

卜）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護貴（i）  
l 経過的要介護  624単位  

（2）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費  

（－）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）  

l 要介護1  848単位  ii要介護1  834単位  

lii要介護2  883単位  ii 要介護2  897単位  

iv 要介護3  936単位  jii要介護3  950単位  

∨ 要介護4  990単位  iv 要介護4  1．004単位  

Vi要介護5  1．043単位  ∨ 要介護5  1，057単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）  

l 経過的要介護  624単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  848単位  ii 要介護1  834単位  

iii要介護2  883単位  ii要介護2  897単位  

iv 要介護3  936単位  jii要介護3  950単位  

∨ 要介護4  990単位  iv 要介護4  1，004単位  

Vi要介護5  1．043単位  ∨ 要介護5  1．057単位  

亡）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）   

l 経過的要介護  624単位   

ii要介護1  834単位   

iii要介護2  939単位  

（コ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  i㈲ 928単位   

ii要介護2  1，011単位   
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ii  1，126単位  iv㈲ 1，202単位  V㈲ 1，278単位  1，278単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）   

iv㈲ 992単位 992単位   

∨㈲ 1，046単位   Vi㈲ 1，099単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

6超4単位   

幻4単位   

狙9単位   

…単位  

1，046単位  

1，099単位  

l 経過的要介護  

ii 要介護1  

姐 

吐 

∨㈲  

扇 要介護5  

928単位  

1，011単位  

1，126単位  

1，202単位  

1，278単位  

i 要介護1  

ii要介護2  

i‖ 要介護3  

心 要介護4  

V 要介護5  

（ヨ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）   

（ヨ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅲ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（i）   

6ゼ4単位   

834単位   

馴2単位  

！帽5単位  

LO19単位  

1，072単位  

i 経過的要介護  
ii要介護1  

iii要介護2  
付 要介護3  
v 要介護4  
扇 要介護5  

928単位  

1．005単位  

1」19単位  

1，195単位  

1，271単位  

＝い  

犯8単位  

＝）05単位  

1．119単位  

＝95単位  

1，271単位  

防0単位   

㈹0単位  

1，250単位  

⊥j 
きj 

iii要分量旦   

せ V㈲  
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責  

⊥ 

i 

．． iv㈲  V㈲  
（3）特定介護老人保健施設短期入所療養介護費  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護責（ii）  

624単位  

834単位  

912単位  

弼5単位  

LO19単位  

tO72単位  

（1日につき）  

760単位  

⊥ 

j 
iii要介謹呈   

吐 

∨㈲  Vi㈲  
（3）特定介護老人保健施設短期入所療養介護貴  

（－）3時間以上4時間禾満  

口 4時間以上6時間未満  
E）6時間以上8時間未満  

注1（1）及び（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  

合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た  

介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所（指定居  
宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護  

事業所をいう。以下同じ。）において、指定短期入所療養介護   

注1（1）及び（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  
合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た  

介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所（指定居  
宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護  
事業所をいう。以下同じ。）において、指定短期入所療養介護  
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（指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介  

護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ   

る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、   
利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定   

する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を   
満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を   

算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、   
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生   
労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が   

定めるところにより算定する。  
2（3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、   

かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に   
関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老   
人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用   
者（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、日中  

（指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介  

護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ  

る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、  
利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定  

する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を  
満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を  

算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、  
理学療法士若しくは作業療法士の員数が別に厚生労働大臣が定   

める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ   
により算定する。  

2（3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、   

かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に   

関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老   
人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用   
者（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、日中   
のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単位数を算   
定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準   
を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、   
理学療法士若しくは作業療法士の員数が別に厚生労働大臣が定  

現に要した時間  のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、   

ではなく、短期入所療養介護計画（指定居宅サービス基準第1椚  

条第1項‖こ規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。）  
に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要す  
る標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当  
該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、  
所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利  

める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ  
により算定する。  

理学療法士、作業療  用者の数又は医師、看護職員、介護職員、   

法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基  
準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより  

算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する   
基準の内容は以下のとおり。  

（十介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定すべき指定   

短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  

（略）   

こ： 介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅱ）を算定すべき指定  

短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  

ただし、次に   a 宮に掲げる基準に該当するものであること  
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掲げる要件のいずれにも適合している場合は、夜勤を行う看  
護職員又は介護職員の数が1以上でよい畏。  

11又は2の病棟を肯する病院（医療法（昭和23年法律第2  
05号）第  1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。）  

が介護老人保健施設基準附則第13条に規定する転換（以下  
「転換」という。）を行って開設した介護老人保健施設で  

あること。（1の病棟の一部のみが介護老人保健施設lこ転  

換した場合に限るJ   ii㈲数が1以上  
である一般病床若しくは療養病床を有する診療所（医療法  第1条卿）  
に併設する介護老人保健施設であるこL   

iii併設する病院又は一般病床≡若しくは療養病床を有する診  

療所の入院患者、指定短期入所療養介護の利用者の数及び  
当該介護老人保健施設の入所者の数の合計が120以下である  

こと。   

b 夜勤を行う看護職員の数が利用者等の数を41で除して得た  
数以上であること。  

（三）介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅲ）を算定すべき指定   

短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準   

a 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が2以上であること。  

ただし、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっ  

ては、1以上でよいこと。   

b 看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステ  
ーションとの連携により、夜勤時間帯を通じて連絡体制を整  

備し、かつ、必要に応じて診療の補助を行う体制を整備して  

いること。   

C aの規定lこ力、カ、わらず、病院が転換した介護老人保健施設  

であって、次に掲げる要件のいずれにも適合しているものに  
ついては、夜勤を行う看護職員又は介護職員を置かないこと  
ができる。  

11又は2の病棟を有する病院が転換を行って開設した介   

護老人保健施設であること（1の病棟の一部のみが介護老   
人保健施設に転換を行って開設した場合に限る。L  

ii病院に併設する介護老人保健施設であること。   
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3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4（1）及び（2）について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職  

3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に  

届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配  

置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基   

準の内容は以下のとおり。  

○ 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が次のとおりであること   

イ 指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設  

の入所者の数（以下この号において「利用者等の数」という。）  

が41以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が20又は  

その端数を増すごとに1以上であり、かつ、2を超えていること   

ロ 利用者等の数が40以下の介護老人保健施設にあっては、利用者  

等の数が20又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、1を  

超えていること。  

【ユニット型においても同様の基準】  

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  
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道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリ  

テーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位  

数に加算する。  

道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリ  
テーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位  

数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

イ 常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1人以上配  
置していること。   

ロ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する  

基準（平成11年厚生省令第40号）第2条第1項第5号に定める理  

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置していること。   
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法（介護  

老人保健施設基準第2条第3項に規定する常勤換算方法をい  
う。）で入所者の数を50で除した数以上配置していること。   

ニ 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が  
共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、  
当該リハビリテーション計画に基づき、理学療法士、作業療法  

士又は言語聴覚士が理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適  
切に行う体制にあること。  

6 指定短期入所療養介護事業所の理学療法士、作業療法士又は  
言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リ  

ハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単  

位数に加算する。  

ヱ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし   
て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生   

活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められること   

から介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療   
養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算   
する。  

8（1）及び（2）について、医師が、認知症の行動・心理症状が認め  

旦 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし   

て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生   
活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められること   

から介護を必要とする認知症（法第8条第16項に規定する認知   

症をいう。以下同じ。）の利用者に対して指定短期入所療養介   

護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。  

られるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所  

療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指  
定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起  

算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加  

算する。  
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9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、  
若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場  
合には、若年性認知症利用者受入加算として、（1）及び（2）につい  

ては1日につき120単位を、（3）については1日につき60単位を所  

定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は算定  
しない。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

竣 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき柑4単   
位を所定単位数に加算する。  

u 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期   

入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所   
療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）、   

介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）の介護老人保健施設   

短期入所療養介護費（ii）又は介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費川）を算定す   

る。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

埋 指定施設サービス等介護給付責単位数表の規定により、注1   
及び蓮ユの規定による届出に相当する介護保健施設サービスに   

係る届出があったときは、注1及び星ヱの規定による届出があ   
ったものとみなす。  

13 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け  

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

ヱ 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期   

入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所   
療養介護責（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）、   

介護老人保健施設短期入所療養介護責（Ⅱ）の介護老人保健施設   

短期入所療養介護費（ii）又は介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）の介護老人保健施設短期入所療養介護責川）を算定す   

る。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  

用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付責単位数表の規定により、注1   

及び蓮旦の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに   
係る届出があったときは、注1及び星旦の規定による届出があ   
ったものとみなす。  

9 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け  
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ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期  
入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所  
療養介護責は、算定しない。   

週（1）仁）及び日並びに（2）（二）及び（ヨについて、利用者に対して、指  

導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大  

臣が定めるものを行った場合に、特別療養貴として、別に厚生  

労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定単位数に  

加算する。   

Ⅱ（1）仁）及び日並びに（2）仁）及び（ヨについて、別に厚生労働大臣が  

定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け  
出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所につ  
いては、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所  
定単位数に加算する。  

（4）栄養管理体制加算  

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   

入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所   
療養介護責は、算定しない。  

坦（1）口及び（三）並びに（2）仁）及び（ヨについて、利用者に対して、指   

導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大   
臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生   

労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定単位数に   

加算する。  

廷（1）口及び8並びに（2）口及び（ヨについて、別に厚生労働大臣が   

定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け   
出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所につ   

いては、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所   
定単位数に加算する。  

ト）管理栄養士配置加算  

に）栄養士配置加算  

12単位  

10単位  

注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  
として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、‘1日につき所定単位数を加算する。  
イ働配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療   

養介護事業所であるこL  
2 （二）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  

において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定し  

ない。  

イ閻宣していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療  
養介護事業所であるこL  

赴 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、  
1日につき所定単位数を加算する。  

剋 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、  
1日につき所定単位数を加算する。   
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イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている   
こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の   
食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指   
定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている   
こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の   

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指   
定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める療養食の内容は以下のとおり。   

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提  
供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓  
病食、胃潰瘍食、貧血食、障臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特  
別な場合の検査食  

旦 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   

知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

姓 緊急時施設療養責  

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない   
事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。  

（－）緊急時治療管理（1日につき）  500単位  

注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合に  
おいて緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を  
行ったときに算定する。   

2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。   
3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。   
こ）特定治療  

医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医  
療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第3項に  
規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハ  
ビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生  
労働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に  

係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円  
を乗じて得た額を算定する。  

担 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   
を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

皿 緊急時施設療養費  

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない   
事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。  
（－）緊急時治療管理（1日につき）  500単位  

注1 羊り用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合に  

おいて緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を  
行ったときに算定する。   

2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。   
3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。   
亡）特定治療  

医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医  

療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第3項に   
規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハ  
ビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生  
労働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に  

係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円  
を乗じて得た額を算定する。  
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（7）サービス提供体制強化加算  

注牒合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対   
し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準lこ掲げる区   

分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、   

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に  
掲げるその他の加算は算定しない。  

ト）サービス提供休制強化加算（Ⅰ）  

に）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

亡）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

① 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指  
定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉  
士の占める割合が100分の50以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   

① 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指  
定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常  
勤職員の占める割合が100分の75以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

① 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指  
定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護を利用者に  

直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占め  
る割合が100分の30以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

ーー  

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護責  
（1）病院療養病床短期入所療養介護責（1日につき）   

（－）病院療養病床短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

⊥ 

ii要介護1  

口 療養病床を有する病院における短期入所療養介護責  
（1）病院療養病床短期入所療養介護責（1日につき）   

卜）病院療養病床短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

t 要介護1  

534単位  

701単位  
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‖i要介護2  

付 要介護3  

V 要介護4  

Vi要介護5  

811単位  

＝）49単位  

1，150単位  

1，241単位  

ii 要介護2  825単位  

榊 要介護3  1，063単位  

iv 要介護4  1．164単位  

V 要介護5  1，255単位  

b 病院療養病床短期入所療養介護責（ii）  

l 経過的要介護  618単位  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）   

； 要介護1  846単位  ii要介護1  832単位  

iii要介護2  942単位  ii要介護2  956単位  

iv 要介護3  1，180単位  iii要介護3  1，194単位  

V 要介護4  1，281単位  iv 要介護4  1，295単位  

Vi要介護5  1，372単位  ∨ 要介護5  1，386単位  

（コ 病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）   

l 経過的要介護  498単位  

（コ 病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  655単位  ii要介護1  641単位  

iii要介護2  750単位  ii要介護2  764単位  

iv 要介護3  910単位  iii要介護3  924単位  

∨ 要介護4  1，066単位  iv 要介護4  1，080単位  

Vi要介護5  1，108単位  ∨ 要介護5  1，122単位  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  582単位  

b 病院療養病床短期入所療養介護責（ii）   

l 要介護1  786単位  ii要介護1  772単位  

iii要介護2  881単位  ii要介護2  895単位  

iv 要介護3  1，041単位  lii要介護3  1，055単位  

V 要介護4  1，197単位  iv 要介護4  1，211単位  

V 要介護5  1，253単位  Vi要介護5  1，239単位  

（三）病院療養病床短期入所療養介護責（Ⅲ）   

a 病院療養病床短期入所療養介護責（i）   

l 経過的要介護  473単位  

（ヨ 病院療養病床短期入所療養介護責（Ⅲ）   

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  625単位  ii要介護1  611単位  

iii要介護2  722単位  ii要介護2  736単位  

iv 要介護3  873単位  iii要介護3  887単位  

V 要介護4  1，030単位  iv 要介護4  1，044単位  

Vi要介護5  1，071単位  ∨ 要介護5  1，085単位  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）  b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）   
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i 経過的要介護  
ii 

iji要介護2  
付 要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5   

∬7単位   

742単位  

853単位  

1，004単位  

1，161単位  

1．202単位  

l要介護1  756単位  

ii要介護2  867単位  ii要介護3 ii㈲ 1，018単位  

V 要介護4  1，175単位  

V 要介護5  1，216単位  

（2）病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につき）  

（－）病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護責（i）  
l 経過的要介護  

（2）病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につき）  

（－）病院療養病床経過型短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護責（i）  

l 要介護1  

534単位   

ii 要介護1   

iii要介護2   

iv 要介護3  V㈲  Vi㈲   
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（ii）  

⊥ 
ii要介護1   

iii要介護2   iv㈲  
∨㈲  Vi閲  

（二）病院療養病床経過型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（i）   

i経過的圭介譲  

ii要介護1   

iii要介護2   

m単位  

8‖単位   

粥1単位  

1，052単位  

1，143単位   

6柑単位  

832単位   

942単位  

1，092単位  

1，183単位  

1，274単位  

715単位  

ii要介護2  825単位   要介護3 ii㈲ 975単位  

V 要介護4  1，066単位  

V 要介護5  1，157単位  

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（ii）   

l要介護1  846単位  

ij 要介護2  956単位  ii要介護3 ‖i㈲ 1，106単位  

iv 要介護4  1．197単位  

V 要介護5  1，288単位  

（コ 病院療養病床経過型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護責（i）  

l要介護1  715単位  

534単位  

701単位  

811単位  ii要介護2  825単位   

iv 要介護3   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護責（ii）  

l 経過的要介護   

馴9単位  

1，010単位  

1，101単位  

618単位  

要介護3 ii㈲ 933単位  

∨ 要介護4  1，024単位  

∨ 要介護5  1，115単位  

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護責（ii）   

l 要介護1  
ii要介護2  

iii要介護3  

ii要介護1  832単位  846単位   

貼6単位  

1，064単位   

iii要介護2  942単位  

iv 要介護3  1，050単位  
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V 要介護4  1，141単位  iv 要介護4  1．155単位  Vi㈲ 1，232単位  

（3）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護責（1日につき）  

（－）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）   

瀾 625単位  

b 要介護1  835単位  

V㈲ 1，246単位  

（3）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護貴（1日につき）  

（－）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a 要介護1  849単位  

c 要介護2  945単位  b 要介護2  959単位  

d 要介護3  1，183単位  c 要介護3  1，197単位  

e 要介護4  1．284単位  d 要介護4  1，298単位  

f 要介護5  1，375単位  e 要介護5  1，389単位  

仁）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 経過的要介護  625単位  

仁）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a 要介護1  849単位  b 要介護1  835単位  

c 要介護2  945単位  b 要介護2  959単位  

d 要介護3  1，183単位  c 要介護3  1，197単位  

e 要介護4  1．284単位  d 要介護4  1，298単位  f閲 75単位  

（4）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につ   

き）  

（－）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 経過的要介護  625単位  

e 要介護5   e閲 1，389単位  

（4）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につ   

き）   

卜）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 要介護1  849単位  b 要介護1  835単位  

c 要介護2  945単位  b 要介護2  959単位  

d 要介護3  1，095単位  c 要介護3  1，109単位  

e 要介護4  1，186単位  d 要介護4  1，200単位  

f 要介護5  1，277単位  e 要介護5  1．291単位  

（コ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 経過的要介護  625単位  

（コ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a 要介護1  849単位  b 要介護1  835単位  

c 要介護2  945単位  b 要介護2  959単位  

d 要介護3  1，095単位  c 要介護3  1，109単位  

e 要介護4  1，186単位   d 要介護4  1，200単位  f㈲ 1，277単位  

（5）特定病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき） 760単位  

e 要介護5  1こ291単位  

㈲ 特定病院療養病床短期入所療養介護費   

ト）3時間以上4時間未満  650単位   
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日脚 900単位   

串間 1，250単位  

注1（1）から（4ほでについて、療養病床（医療法（昭和23年法律第2  

05号）第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同  

じ。）を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であっ  
て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に  

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  
を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  

届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指  
定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区  
分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利  

用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定す  
る。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満  

たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数  

を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介  
護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合  
は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2（5）について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養  
介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  
合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た  
ものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）  

において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に   

対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、塁  

に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられ  

注1（1）から（4）までについて、療養病床（医療法（昭和23年法律第2  

05号）第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同  

じ。）を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であっ  
て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に  

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  
を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  

届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指  
定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区  
分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利  

用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定す  
る。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満  

たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数  

を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介  
護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合  

は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   
2（5）について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養  

介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  
合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た  

ものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）  

において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に  

対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所  

定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件  

に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控  

除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看  
護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基  
準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより  
算定する。  

た内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間  
でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職   

員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数か   

ら25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数   

又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大   
臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定める   
ところにより算定する。  

3（3）及び（4）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ   

ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位   
数を算定する。   

3（3）及び（4）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ   

ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位   

数を算定する。  
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4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所   

療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、  
1日につき25単位を所定単位数から減算する。  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第5   
0号）第49条の規定が適用されている病院については、1日につ   

き12単位を所定単位数から減算する。  

6（1）から（4ほでについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所   

療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、  
1日につき25単位を所定単位数から減算する。  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第5   
0号）第49条の規定が適用されている病院については、1日につ   

き12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す   

る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入   

所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、  

1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知  
事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基  
準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単  
位数に加算する。  

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  23単位  

口 夜間勤務等看護（Ⅱ）  14単位  

ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）  14単位  

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  

ロ 夜間勤務等看護（Ⅱ）   

ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）  二 夜間勤務等看護（Ⅳ）  7単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う勤務条件に関する基準の内   

容は以下のとおり。  

1 夜間勤務等看護（Ⅰ）  

a 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該療養病棟  
における指定介護療養施設サービスの利用者の数及び入院患者  
の数の合計数が15又はその端数を増すごとに1以上であり、か  

つ、2以上であること。  
b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均  
夜勤時間数が72時間以下であること。   

2 夜間勤務等看護（Ⅱ）  

a 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該療養病棟  
における指定介護療養施設サービスの利用者の数及び入院患者  
の数の合計数が20又はその端数を増すごとに1以上であり、か  

つ、2以上であること。  
b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均  

夜勤時間数が72時間以下であること。   

3 夜間勤務等看護（Ⅲ）  

a 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、  

当該療養病棟における指定介護療養施設サービスの利用者の数  
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及び入院患者の数の合計数が15又はその端数を増すごとに1以  
上であり、かつ、2以上であること。  

b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が1以上であるこ   

と．  
c 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の1人当  
たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であるこL  

4灘護（Ⅳ）   
a 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、  

当該療養病棟における指定介護療養施設サービスの利用者の数   

及び入院患者の数の合計数が20又はその端数を増すごとに1以  
上であり、かつ、2以上であること。   

b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が1以上であるこ  

と。   

c 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の1人当  
たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること。   

【ユニット型においても同様の基準】  
i  

7（1）から（4）までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が  

認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急lこ指定短期  

入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、  

指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から  

起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に   

加算する。  

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、  
若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場  
合には、若年性認知症利用者受入加算として、（1）から（4）までに  

ついては1日につき120単位を、（5）については1日につき60単位  

を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は  
算定しない。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている  

こと。  
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旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

建 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所   

療養介護責（Ⅰ）、病院療養病床短期入所療養介護責（Ⅱ）若しく   

は病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅲ）又は病院療養病床経過   

型短期入所療養介護責（Ⅰ）若しくは病院療養病床経過型短期入   

所療養介護費（Ⅱ）を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床   

短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床短期入所療養介護責  
（ii）、病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）の病院療養病床短   

期入所療養介護責（ii）若しくは病院療養病床短期入所療養介護   

費（Ⅲ）の病院療養病床短期入所療養介護費（ii）又は病院療養病   

床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床経過型短期入   

所療養介護費（ii）若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介   

護責（Ⅱ）の病院療養病床経過型短期入所療養介護費（ii）を算定   

する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

り 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   

及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに   
係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届出があ   
ったものとみなす。  

堤 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   

入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期   
入所療養介護責は、算定しない。  

ヱ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

旦 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所   

療養介護費（Ⅰ）、病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）若しく   

は病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅲ）又は病院療養病床経過   

型短期入所療養介護責（Ⅰ）若しくは病院療養病床経過型短期入   

所療養介護責（Ⅱ）を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床   

短期入所療養介護責（Ⅰ）の病院療養病床短期入所療養介護責  
（ii）、病院療養病床短期入所療養介護責（Ⅱ）の病院療養病床短   

期入所療養介護費（ii）若しくは病院療養病床短期入所療養介護   

責（Ⅲ）の病院療養病床短期入所療養介護責（ii）又は病院療養病   

床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床経過型短期入   

所療養介護費（ii）若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介   

護責（Ⅱ）の病院療養病床経過型短期入所療養介護責（ii）を算定   

する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  

用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに   

係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届出があ   
ったものとみなす。  

週 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   

入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期  
入所療養介護費は、算定しない。  

㈲ 栄養管理体制加算  
トーさ 管理栄養士配置加算  

（二）栄養士配置加算  

埋草些  

10単位  
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注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  
について、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  

療養介護事業所であるこL  
2 仁）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  
について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この  

場合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、  

算定しない。  

イ㈲直していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  
療養介護事業所であるこL  

辺 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療  
養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した  

ときは、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

担 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  
事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療  
養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した  

ときは、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める療養食の内容は以下のとおり。   

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提  

供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓  

病食、胃潰瘍食、貧血食、障腺病食、脂質異常症食、痛風食及び特  
別な場合の検査食  

担1緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府  
県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別  

但 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府  

県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別  
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に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療  

養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

担 特定診療費  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   
た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療  
養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

坦 特定診療費  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   
た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

※ 特定診療真の改定については別紙4を参照  

㈲ サービス提供体制強化加算  
注 卦＝こ厚生労働大臣が定める基準lこ適・合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対  
し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区  

分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、  

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に  

掲げるその他の加算は算定しない。  

ト）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

にけビス提供休制強化加算（Ⅱ）  
且 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

① 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟の介護  
職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上  

であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   
○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

① 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟の看護  
t介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75  
以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

① 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟の指定  
短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、  
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勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であるこ   

と＿、  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

ハ 診療所lこおける短期入所療養介護責  

（1）診療所短期入所療養介護費（1日につき）  

ハ 療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費  
（1）診療所療養病床短期入所療養介護費（1日lこつき）   

卜）診療所療養病床短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a 診療所療養病床短期入所療養介護責（i）  

H働（Ⅰ）   
a 診療所短期入所療養介護責（i）  

l 経過的要介護  517単位  

696単位  

748単位  

800単位  

851単位  

l 要介護1  

日 要介護2  

‖ 要介護3  

V 要介護4  

ii要介護1  682単位  

iji要介護2  734単位  

iv 要介護3  786単位  

v 要介護4  837単位  

903単位   V㈲  
b 診療所短期入所療養介護責（ii）  

vi要介護5  889単位  b働費（ii）  
l 経過的要介護  601単位  

827単位  

879単位  

931単位  

982単位  

l 要介護1  

ii要介護2  

‖i要介護3  

iv 要介護4  

ii要介護1  813単位  

lii要介護2  865単位  

iv 要介護3  917単位  

∨ 要介護4  968単位  

v 要介護5  1，034単位  vi要介護5  1，020単位  

仁）診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 診療所短期入所療養介護費（i）  

（コ 診療所療養病床短期入所療養介護責（Ⅱ）  

a 診療所療養病床短期入所療養介護責（i）  

447単位  l 経過的要介護  

606単位  

652単位  

698単位  

744単位  

l 要介護1  

‖ 要介護2  

ii要介護3  

V 要介護4  

ii要介護1  592単位  

iii要介護2  638単位  

iv 要介護3  684単位  

∨ 要介護4  730単位  

∨ 要介護5  了90単位  vi要介護5  776単位  

b働費（ii）   
l 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3   

付 要介護4  

b 診療所療養病床短期入所療養介護費（iり  

l 経過的要介護  536単位  

737単位  

783単位  

829単位  

875単位  

ii要介護1  723単位  

iii要介護2  769単位  

iv 要介護3  815単位  

v 要介護4  861単位  
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Vi要介護5  ∨ 要介護5  921単位  907単位  

㈲ ユニット型診療所療養病床短期入所療養介護費（＝引こつき）  

ト）ユニット型診療直垂垂直昼短期入所療養介護費（け  

a 経過的要介護  608単位  

㈲ ユニット型診療所短期入所療養介護費（＝引こつき）   

卜）ユニット型診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 要介護1  830単位  b 要介護1  816単位  

c 要介護2  868単位  b 要介護2  882単位  

d 要介護3  920単位  c 要介護3  934単位  

e 要介護4  971単位  d 要介護4  985単位  

f 要介護5  1，023単位  e 要介護5  1．037単位  

旦⊥享・ニット型診療邸   

a 経過的要介護  608単位  

仁）ユニット型診療所短遡皇所療養介護費（Ⅱ）  

a 要介護1  830単位  b 要介護1  816単位  

c 要介護2  868単位  b 要介護2  882単位  

d 要介護3  920単位  c 要介護3  934単位  

e 要介護4  971単位  d 要介護4  985単位  

f 要介護5  1，023単位  e 要介護5  1．037単位  

（3）特定診療所療養病床短期入所療養介護責（1日につき）  侍）1寺定診療所短期入所療養介護責   

卜）3時間以上4時間未満  650単位  760単位  

（コ 4時間以上6時間未満  900単位  

（三）6時間以上8時間未満  1，250単位  

注1（1）及び（2）について、療養病床を有する診療所である指定短期   注1（1）及び（2）について、診療所である指定短期入所療養介護事業  

所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい  
るものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に  
係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当  

該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に   

掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞ  

れ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働  

大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定め  
るところにより算定する。  

2（3）について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であ  
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの  

として都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病  
室において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）  

に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、   

入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設   
基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものに   
おける当該届出に係る病室（療養病躯こ限る。）に   
おいて、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準   

に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分   

に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位   

数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定め   

る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところに   
より算定する。  

2（3＝こついて、療養病床を有する診療所である指定短期入所療   

養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に   

適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける   

当該届出に係る病室（療養桓座長係るものlこ限る。）において、   

利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対して、日  
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中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単位数を  
算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基  

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより  
算定する。  

現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けら  

れた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時  
間でそれぞれ所定単位数を算定する。  ただし、利用者の数が別  
に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働  

大臣が定めるところにより算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。   

八 指定短期入所療養介護の施設基準  
チ 診療所短期入所療養介護貴を算定すべき指定短期入所療養  

介護の施設基準   

（1）診療所短期入所療養介護章（＝を算定すべき指定短期入所  
療養介護の施設基準  

（t）塾直垂である指定短期入所療養介護事業所であること。  

（コ 当該指定短期入所療養介護を行う病室（以下「病室」とい  

i Jにおける看護職員の数（当該病室を有する診療所であ  
る指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短  
期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の  
看護職員の数及び当該病室のユニット部分以外の部分に係  

る看護職員の数）が、常勤換算方法で、当該病室における指  
定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計  
数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。  

且 当該病室における介護職員の数（当該病室を有する診療所  

である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指  
定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、呈塾垂  
室の介護職員の数及び当該病室のユニット部分以外の部分  
に係る介護職員の数）が、常勤換算方法で、当該病室におけ  

る指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の  
合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。  

（四）当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病室が  

医療法施行規則第16条第1項第2号の2、第3号イ及び第1  
1号イに規定する基準に該当するものであること。  

伍）当該‡旨定短期入所療養介護を行う診療所lこおける療養病  

床以外の病床の床面積は利用者1人1こつき、6．4平方メート  

ル以上であること。  

姐 療養病床を有する診療所においては、医療法施行規則第2  
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1条の4第2項において準用する同令第21条第2項第3号及   

び第4号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有して   
いること。  

（七〉 診療所（（六）の診療所を除く。）においては、食堂及び浴  

室を有していること。  

r2j一診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定すべき指定短期入所   

療養介護の施設基準  

（－）：2）ト）及び㈲力、ら軋までに該当するものであること。   

ニ 呈垂塵室における看護職員又は介護職員の数（当該病室を  

有する診療所である指定短期入所療養介護事業所が、→部  
ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっ  
ては、当該病室の看護職員又は介護職員の数及び当該病室  
のユニット部分以外の部分に係る看護職員又は介護職員の  

数）が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療  

養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が3又はそ  
の端数を増すごとに1以上であること。  

リ ユニット型診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期   
入所療養介護の施設基準  

（1）チ（1）（－）及び㈲から憎までに該当するものであること。  

（2）当選歴室における看護職員の数（当該病室を有する診療所で   

ある指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短   

期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の看   
護職員の数及び当該病室のユニット部分に係る看護職員の数）   

が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介   

護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数   
を増すごとに1以上であること。  

：3：当該病室における介護職員の数（当該病室を有する診療所で   

ある指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短   

期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の介   
護職員の数及び当該病室のユニット部分に係る介護職員の数）   

が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介   

護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数   
を増すごとに1以上であること。  

3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな  3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   
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い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所   

療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、1日   
につき60単位を所定単位数から減算する。  

5（1）及び（2）について、医師が、認知症の行動・心理症状が認め  

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所   

療養介護事業所については、診療所療養病床設備基準減算とし   

て、1日につき60単位を所定単位数から減算する。  

られるため、御こ指定短期入所  

療養介護を利用することが適当であると判断した者M  
定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起  
算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加   

算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、  
若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場  
合には、若年性認知症利用者受入加算として、（1）及び（2）につい  

ては1日につき120単位を、（3）については1日につき60単位を所  

定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は算定  

しない。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

1 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

邑 次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介   

護貴（Ⅰ）又は診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）を支給する場合は、  

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

旦 次のいずれかに該当する者に対して、診療所療養病床短期入   

所療養介護責（Ⅰ）又は診療所療養病床短期入所療養介護責（Ⅱ）   

を支給する場合は、それぞれ、診療所療養病床短期入所療養介  それぞれ、診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）の診療所短期入所療  

養介護責（ii）又は診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）の診療所短期  護責（Ⅰ）の診療所療養病床短期入所療養介護責（ii）又は診療所  

入所療養介護責（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が   
判断した者  

療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）の診療所療養病床短期入所療  

養介護責（りを算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が   
判断した者  
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ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  
に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   

があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  
埋 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   
入所療養介護については、垂塵塵における短期入所療養介護責   

は、算定しない。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  

用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  
に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

ヱ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   

があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  
旦 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   
入所療養介護については、療養病床を有する診療所における短  

期入所療養介護費は、算定しない。  
（4）栄養管理体制カロ算   

二 

（コ栄養士配置加算  

12単位  

10単位  

注1（－）については、次lこ掲げるいずれの基準lこも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所筐  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。  

イ働宣していること。  

ロ 別lこ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定短期入所療  

養介護事業所であるこL   
2 皿こついては、次Iこ掲げるいずれの基準lこも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  
において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定し  

ない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別Iこ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定短期入所療  

養介護事業所であるこL  
赴 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  

剋 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、  
1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている   

77  
－77－  



こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の   
食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指   

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の   
食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指   

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める療養食の内容は以下のとおり。  

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提   
供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓   

病食、胃潰瘍食、貧血食、障腺病食、脂質異常症食、痛風食及び特   
別な場合の検査食  

1軋 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   

知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  
1旦 特定診療責  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

脱 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   

知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  
担 特定診療車  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

※ 特定診療車の改定については別紙4を参照  

（7）サービス提供体制強化加算  

注 丹‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適■合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対   

し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区  

分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、  

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に  
掲げるその他の加算は算定しない。  

ト）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

に）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  
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※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

① 当該指定短期入所療養介護を行う病室（以下「病室」という。）  

の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の5  
0以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員一人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   

① 当該病室の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める  
割合が100分の75以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

① 当該病室の指定訪問短期入所療養介護を利用者に直接提供す  
る職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が10  
0分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介  

護費  

：1）認知症疾患型短期入所療養介護責（1日につき）  

（－）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介  

護費  

川 認知症疾患型短期入所療養介護責（1日につき）  
（－）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

833単位  

1，035単位  

1，102単位  

＝69単位  

1，237単位  

1，304単位  

944単位  

1，146単位  

1，213単位  

1，280単位  

1．34録巨位  

1．415単位  

介護   

「   

旦 iv㈲   V㈲   Vi㈲  
b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

i経過的睾介護  

．  iv㈲   V㈲   
vi要介護5  

1．049単位  l 要介護1   

ii要介護2  1，116単位  

噸 1，柑3単位  

iv 要介護4  1，251単位  

∨ 要介護5  1，318単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）   

l 要介護1  1，160単位  

ii要介護2  1，227単位  

lii要介護3  1，294単位  

iv 要介護4  1，362単位  

∨ 要介護5  1，429単位   
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に）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護責（i）   

l経過的要介護  766単位  

（コ 認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  991単位  ii要介護1  977単位  

iii要介護2  1，048単位  ii要介護2  1，062単位  

iv 要介護3  1，118単位  要介護3  1，132単位  

V 要介護4  1，189単位  要介護4  1，203単位  

Vi要介護5  1．259単位  V 要介護5  1．273単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  850単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）   

】 要介護1  1，122単位  ii要介護1  1，108単位  

iii要介護2  1，179単位  ii要介護2  1，193単位  

iv 要介護3  1，249単位  ii㈲ 1，263単位  

V 要介護4  1，334単位  V 要介護4  1，320単位  

Vi要介護5  1，390単位  ∨ 要介護5  1，404単位  

（三）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護責（i）   

l 経過的要介護  743単位  

（三）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅲ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護貴（i）  

l 要介護1  962単位  ii要介護1  948単位  

iji要介護2  1．017単位  ii要介護2  1，031単位  

iv 要介護3  1，085単位  ii要介護3  1，099単位  

V 要介護4  1，168単位  V 要介護4  1，154単位  

Vi要介護5  1，222単位  V 要介護5  1，236単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ji）  

l 経過的要介護  827単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  1，093単位  ji要介護1  1，079単位  

lii要介護2  1，148単位  ii要介護2  1，162単位  

iv 要介護3  1，216単位  ‖㈲ 1，230単位  

V 要介護4  1，299単位  V 要介護4  1，285単位  

Vi要介護5  1，353単位  V 要介護5  1，367単位  

（四）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅳ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護責（j）   

i 経過的要介書生  

ji要介護1  
日 要介護2  

（四）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1   

ii要介護2   

730単位  

932単位  

999単位  

錮6単位  

1，013単位   
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